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個人情報の保護に関する指針に関する解説について 
 

平成29年 4月20日制定 

 

 

個人情報の保護に関する指針 解       説 

（目 的） 

第１条 本指針は、個人情報の保護に関する法

律（平成15年法律第57号。以下「保護法」と

いう。）、個人情報の保護に関する法律施行

令（平成15年政令第507号。以下「施行令」と

いう。）、個人情報の保護に関する法律施行

規則（平成28年個人情報保護委員会規則第3

号。以下「施行規則」という。）、個人情報

の保護に関する基本方針（平成16年４月２日

閣議決定）、個人情報の保護に関する法律に

ついてのガイドライン（通則編）（平成28年

個人情報保護委員会告示第６号）、同ガイド

ライン（外国にある第三者への提供編）（平

成28年個人情報保護委員会告示第７号）、同

ガイドライン（第三者提供時の確認・記録義

務編）（平成28年個人情報保護委員会告示第

８号）及び同ガイドライン（匿名加工情報編）

（平成28年個人情報保護委員会告示第９号）、

金融分野における個人情報保護に関するガイ

ドライン（平成29年個人情報保護委員会・金

融庁告示第１号）及び金融分野における個人

情報保護に関するガイドラインの安全管理措

置等についての実務指針（平成29年個人情報

保護委員会・金融庁告示第２号）等（以下「個

人情報の保護に関する法令等」という。）を

踏まえ、一般社団法人投資信託協会（以下「本

会」という。）の正会員（定款第７条第１項

第１号に定める正会員をいう。以下同じ。）

が行う投資運用業（金融商品取引法（昭和23

年法律第25号。以下「金商法」という。）第

２条第８項第12号イ及び同項第14号に掲げる

業務に限る。）及び委託者非指図型投資信託

 

（１）本指針は、保護法第53条の規定に基づき

作成した指針であり、正会員が行う運用・

直接募集業務等における個人情報の適正

な取扱いを確保するため、正会員が遵守す

べき事項及び必要な措置等について、正会

員の業務の実情に即して定めるものであ

る。 

（２）本指針は、すべての正会員を対象とする。

（３）「解説」は、本指針を運用するための考

え方や実務の具体例・参考例を記載したも

のである。 

本解説において記載した具体例につい

ては、これに限定する趣旨で記載したもの

ではなく、また、個別ケースによって別途

考慮すべき要素があり得るので注意を要す

る。 

（４）個人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」

という。）第２条第５項）も個人情報とな

るが、個人番号及び特定個人情報（番号法

第２条第８項）の取扱いについては、番号

法及び関係政省令並びに関連ガイドライ

ンにおいて、別途定めがある場合があるの

で留意を要する。 

（５）正会員は、正会員の運用・直接募集業務

等以外の業務における個人情報の取扱い

については、各認定個人情報保護団体等が

定める個人情報保護指針を遵守するとと

もに、該当する認定個人情報保護団体の指

針等がないときは、本指針の趣旨に沿っ
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に係る業務並びに受益証券等（受益証券、投

資証券若しくは投資法人債券をいう。）に係

る金商法第２条第８項第７号に掲げる業務に

おける個人情報の適正な取扱いの確保のため

に、個人情報に係る利用目的の特定、安全管

理のための措置その他の事項を定めるととも

に、正会員が講ずべき具体的措置等を定める

ものである。 

２ 正会員は、個人情報の漏えい、不正流出等

を防止等するため、個人情報の保護に関する

法令等並びに関係法令及びガイドライン等に

従い、個人情報の適正な管理体制を整備する

必要がある。 

 

て、個人情報の適正な取扱いに努めるもの

とする。 

（６）正会員は、金融分野ＧＬ及び金融分野実

務指針は、通則ＧＬを基礎とした上で、金

融分野の個人情報の性質及び利用方法に

鑑み、個人情報の取扱いに関して、金融分

野における個人情報取扱事業者に特に厳

格な措置が求められる事項等を規定して

おり、金融分野ＧＬ及び金融分野実務指針

において特に定めのない部分については、

通則ＧＬ等が適用されることに留意を要

する。また、金融分野ＧＬにおいて、以下

のように記載されていることにも留意が

必要である。 

① 「～なければならない」と記載されてい

る規定に従わない場合には、法の規定違反

と判断され得る。 

② 「こととする」、「適切である」及び「望

ましい」と記載されている規定に従わない

場合には、直ちに法の規定違反と判断され

ることはないが、金融分野における個人情

報の性質及び利用に鑑み、正会員には厳格

な措置が求められている。 

（７）この解説において、個人情報に関連する

ガイドライン等の略称は以下による。 

① 通則ＧＬ 

個人情報の保護に関する法律について

のガイドライン（通則編）（平成28年個人

情報保護委員会告示第６号） 

② 外国ＧＬ 

個人情報の保護に関する法律について

のガイドライン（外国にある第三者への提

供編）（平成28年個人情報保護委員会告示

第７号） 

③ 確認記録ＧＬ 

個人情報の保護に関する法律について

のガイドライン（第三者提供時の確認・記
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録義務編）（平成28年個人情報保護委員会

告示第８号） 

④ 匿名加工ＧＬ 

個人情報の保護に関する法律について

のガイドライン（匿名加工情報編）（平成

28年個人情報保護委員会告示第９号） 

⑤ 金融分野ＧＬ 

金融分野における個人情報保護に関す

るガイドライン（平成29年個人情報保護委

員会・金融庁告示第１号） 

⑥ 金融分野実務指針 

金融分野における個人情報保護に関す

るガイドラインの安全管理措置等につい

ての実務指針（平成29年個人情報保護委員

会・金融庁告示第２号） 

⑦ 番号法金融ＧＬ 

特定個人情報の適正な取扱いに関する

ガイドライン（事業者編）（平成26年特定

個人情報保護委員会告示第５号）の（別冊）

金融業務における特定個人情報の適正な

取扱いに関するガイドライン 

⑧ 基本方針 

個人情報の保護に関する基本方針（平成

16年４月２日閣議決定） 

〔参照条文等〕保護法第１条、第60条、金融分

野ＧＬ第１条、番号法第４条 

（定 義） 

第２条 本指針において、次の各号に掲げる用

語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 

 

本指針における用語定義は、保護法第２条各

項、通則ＧＬ２及び金融分野ＧＬ第５条第１項

の規定に基づくものである。 

（１)  個人情報 

生存する個人に関する情報であって、特

定の個人を識別することができるもの（他

の情報と容易に照合することができ、それ

により特定の個人を識別することができる

ものを含む。）、又は個人識別符号が含ま

れるものをいう。 

１．個人情報（第１号） 

（１）「個人情報」の具体例 

受益者等に係る情報、直接募集顧客（以

下「顧客」という。）に係る情報のほか、

見込客、取引先企業及び証券発行企業等の

個人に係る情報等、正会員が、正会員の運

用・直接募集業務等において取得する個人
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｢個人に関する情報｣とは、氏名、住所、

性別、生年月日、顔画像等個人を識別する

情報に限られず、個人の身体、財産、職種、

肩書等の属性に関して、事実、判断、評価

を表すすべての情報であり、評価情報、公

刊物等によって公にされている情報や、映

像、音声による情報も含まれ、暗号化等に

よって秘匿化されているかどうかを問わな

い。これら「個人に関する情報」が氏名等

と相まって「特定の個人を識別することが

できる」ことになれば、それが「個人情報」

となる。 

なお、生存しない個人に関する情報が、

同時に、遺族等の生存する個人に関する情

報に当たる場合には、当該生存する個人に

関する情報となる。 

また、企業名等、法人その他の団体に関

する情報は、基本的に「個人情報」には該

当しないが、役員の氏名などの個人に関す

る情報が含まれる場合には、その部分につ

いては、「個人情報」に該当する。 

さらに、「個人」には外国人も当然に含

まれる。 

 

に関する情報が広く該当する。 

正会員の役職員（指針第10条第２項参

照）の雇用等管理における個人情報（採用、

賃金、人事評価、健康診断に係る情報等）

及び正会員自身の株主に関する個人情報

については、本指針の適用対象としない。

① 受益者等に係る情報 

例えば、次のようなものが該当する。 

イ 投資信託及び投資法人に関する法律

（昭和 26 年法律第 198 号。以下「投

信法」という。）第 17 条に定める約款

変更に対する受益者の意見を証する

書面の記載事項 

ロ 投資信託及び投資法人に関する法律

施行規則（平成 12 年総理府令第 129

号）第 26 条第１項第８号に規定する

受益権原簿に記載された事項 

ハ 投信法第 117 条に基づき、投資法人

より事務の委託を受けた場合におけ

る当該投資法人の投資主に係る情報 

② 顧客に係る情報（契約の解除等により口

座を閉鎖した元顧客の情報を含む。） 

例えば、次のようなものが該当する。 

イ 顧客カードの記載事項 

ロ 本人確認記録記載事項 

ハ 取引口座開設申込書の記載事項 

ニ 顧客の取引に係る情報（取引残高報

告書の記載事項並びに顧客口座の金

銭の入出金及び受益証券等の入出庫

を含む。） 

ホ 保管会社への取次申込書の記載事項

へ 顧客との通信文書 

③ 見込客や取引先企業、証券発行企業等の

個人に関する情報 

例えば、次のようなものが該当する。 

イ 氏名、企業名、役職名、電話番号等

の情報 
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ロ アンケート及び名簿業者等から入手

した情報 

ハ 官報、高額納税者名簿、職員録等で

公にされている情報 

※ 個人番号の取得は番号法に明記され

た事務を行う目的に限定されるため、

見込み客に対して提供を求めてはな

らない。 

〔参照条文等〕番号法第 15 条 

（２）「特定の個人を識別することができるも

の」に該当する例 

例えば、次のようなものが該当する。 

① 氏名が含まれる情報 

② 氏名は含まれていないものの、当該情

報に含まれる個人別に付された番号、記

号、画像、音声その他の情報により特定

の個人を識別できる情報 

③ 当該情報のみでは識別できないが、当

該情報に含まれる番号、記号その他の情

報と正会員が保有する他の情報又は公

開された情報をコンピューター等によ

る処理で照合することによって特定の

個人を識別できる情報 

（３） 「他の情報と容易に照合することができ、

それにより特定の個人を識別することが

できることとなるもの」に該当する例 

例えば、正会員の各取扱部門が独自に取

得した個人情報を取扱部門ごとに設置さ

れているデータベースにそれぞれ別々に

保管している場合において、双方の取扱部

門の間で、通常の業務における一般的な方

法で双方のデータベース上の情報を照合

することができる状態である場合は、「容

易に照合することができる」状態であると

考えられる。 

一方、他の事業者への照会を要するとき

等であって照合が困難な状態である場合
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や正会員の双方の取扱部門やこれらを統

括すべき立場の者等が、規程上・運用上、

双方のデータベースを取り扱うことが厳

格に禁止されていて、特別の費用や手間を

かけることなく、通常の業務における一般

的な方法で双方のデータベース上の情報

を照合することができない状態である場

合は、「容易に照合することができない」

状態であると考えられる。 

〔参照条文等〕保護法第２条、通則ＧＬ2-1 

（１の２）個人識別符号 

当該情報単体から特定の個人を識別でき

るものとして施行令第１条に定められた文

字、番号、記号その他の符号をいう。 

１の２．個人識別符号（第１号の２）   

個人識別符号とは、当該情報単体から特定

の個人を識別できるものとして施行令に定

められた文字、番号、記号その他の符号をい

い、これに該当するものが含まれる情報は個

人情報となる。 

個人識別符号に該当するものの具体例は

以下である。 

（１）例えば次の例示のように身体の特徴のい

ずれかを電子計算機の用に供するために

変換した文字、番号、記号その他の符号の

うち特定の個人を識別するに足りるもの 

① 虹彩の表面の起伏により形成される線状

の模様 

② 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並び

に声道の形状及びその変化によって定ま

る声の質 

③ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅そ

の他の歩行の態様 

④ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の

静脈の分岐及び端点によって定まるその

静脈の形状 

⑤ 指紋又は掌紋 

（２）旅券の番号 

（３）基礎年金番号 

（４）免許証の番号 

（５）住民票コード 
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（６）個人番号 

※  死者に関する情報は個人情報に含まれ

ないが、個人番号については死者に関す

るものであっても安全管理措置の対象

となることに留意を要する。 

〔参照条文等〕番号法第12条 

（７）健康保険等の被保険者証上に記載された

本人を特定できる番号等 

※ 民間の付番による番号等については、

個人識別符号とならない。 

※ 個人識別符号に該当しないものの、個

人情報に該当するものもあることに留

意する。 

〔参照条文等〕保護法第２条、施行令第１条、

施行規則第２条～第４条、通則ＧＬ2-2 

（２）個人情報データベース等 

個人情報を含む情報の集合物であって、

次に掲げるものをいう。ただし、利用方法

からみて個人の権利利益を害するおそれが

少ないものを除く。 

イ 特定の個人情報をコンピューターを用

いて検索することができるように体系的

に構成したもの 

ロ イに掲げるもののほか、個人情報を一

定の規則に従って整理することにより特

定の個人情報を容易に検索することがで

きるように体系的に構成したものであっ

て、目次、索引、符号等により容易に検

索可能な状態に置かれているもの 

２．個人情報データベース等（第２号） 

（１）「個人情報データベース等」に該当する

例 

例えば、次のようなものが該当する。 

① 役職員が、名刺の情報を業務用パソコン

（所有者を問わない。）の表計算ソフト等

を用いて入力、整理し、顧客への取引の勧

誘など「会社の事業」のために使用し、又

は供している場合（第２号イ） 

② コンピューターを用いていない場合であ

っても、五十音順に索引を付して並べられ

た顧客カード等（第２号ロ） 

（２）「個人情報データベース等」に該当しな

い例 

市販の電話帳、住宅地図、職員録、カー

ナビゲーションシステム、アンケート結果

等であって、編集・加工・分類整理が行わ

れていないもの  

（３）番号法では個人情報データベース等は

「個人情報ファイル」と規定される。また、

個人情報ファイルに個人番号を含むもの

は「特定個人情報ファイル」となる。なお、
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番号法において金融機関は、顧客の管理の

ために、個人番号を顧客番号として利用し

てはならないとされていることに留意を

要する。当該番号を一定の読み替え法則等

によってアルファベット等に置き換えた

場合も同じ。 

〔参照条文等〕番号法第２条、番号法金融ＧＬ

1-(1)、通則ＧＬ2-4 

（３）個人データ 

個人情報データベース等を構成する個

人情報をいう。 

 

３．個人データ（第３号） 

（１）「個人データ」に該当する例 

例えば、次のようなものが該当する。 

① 個人情報データベース等から記録媒体へ

ダウンロードされた個人情報 

② 個人情報データベース等から紙面に出力

されたもの（そのコピーを含む。） 

③ データ入力前の紙ベースの取引口座開設

申込書や顧客カード等であっても、五十音

順や口座番号順等により検索可能な状態

になっている場合（「個人情報データベー

ス等」に該当）において、当該個人情報デ

ータベースを構成する個人情報 

④ 「氏名」を削除する等、第三者にとって

特定の個人を識別することができないよ

うにしたデータであっても、正会員から見

れば、他の情報と照合することで特定の個

人情報を識別することができ、かつ、特定

の個人情報を容易に検索可能である場合

（「個人情報データベース等」に該当）に

おいて、当該個人情報データベースを構成

する個人情報 

（２）「個人データ」に該当しない例 

例えば、データ入力前の紙ベースの 取

引口座開設申込書や顧客カード等が、五十

音順や口座番号順等により検索可能な状

態になっていない場合において、その中に

含まれる個人情報は該当しない。 

〔参照条文等〕保護法第２条、通則ＧＬ2-6 
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（４）個人情報取扱事業者 

個人情報データベース等を事業の用に

供している者のうち、国の機関、地方公共

団体、独立行政法人等の保有する個人情報

の保護に関する法律(平成15年法律第59号)

で定める独立行政法人等及び地方独立行政

法人法（平成15年法律第118号）で定める地

方独立行政法人を除いたものをいう。 

ここでいう「事業の用に供している」の

「事業」とは、一定の目的をもって反復継

続して遂行される同種の行為であって、か

つ、社会通念上事業と認められるものをい

い、営利・非営利の別は問わない。 

また、個人情報データベース等を事業の

用に供している者であれば、当該個人情報

データベース等を構成する個人情報によっ

て識別される特定の個人の数の多寡にかか

わらず、個人情報取扱事業者に該当する。

なお、法人格のない、権利能力のない社

団(任意団体)又は個人であっても、個人情

報データベース等を事業の用に供している

場合は個人情報取扱事業者に該当する。 

 

〔参照条文等〕保護法第２条、通則ＧＬ2-5 

 

（５）本人 

個人情報によって識別される特定の個

人をいう。 

 

〔参照条文等〕保護法第２条 

 

（６）保有個人データ 

正会員が、本人又はその代理人から求め

られる開示、内容の訂正、追加又は削除、

利用の停止、消去及び第三者への提供の停

止のすべての権限を有する個人データであ

って、次に掲げるもの以外のものをいう。

４．保有個人データ（第６号） 

（１）「保有個人データ」に該当する例 

 例えば、次のようなものが該当する。 

① 自社が作成、処理した個人情報データベ

ース等（自社の顧客等のデータベース、又

はそれらの書類、帳簿）を構成する個人情

報 

② 企業データ等の外部のデータを正会員内

部のデータと組み合わせて作成・保有する

データベースについて、正会員自らが、開

示、訂正、追加又は削除、停止、消去及び

第三者への提供停止のすべてに応じるこ
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とができる権限（（２）において「開示等

権限」という。）を有するときは、「保有個

人データ」に該当する。 

（２）「保有個人データ」に該当しない例 

例えば、正会員が、委託を受けて個人デ

ータを取り扱う場合の委託元から取得し

たデータベース等、正会員自ら開示等権限

がないものは該当しない。 

 〔参照条文等〕保護法第２条、通則ＧＬ2-7 

イ 当該個人データの存否が明らかになる

ことにより、本人又は第三者の生命、身

体又は財産に危害が及ぶおそれがあるも

の 

ロ 当該個人データの存否が明らかになる

ことにより、違法又は不当な行為を助長

し、又は誘発するおそれがあるもの 

（３）「当該個人データの存否が明らかになる

ことにより、違法又は不当な行為を助長

し、又は誘発するおそれがあるもの」の具

体例（第６号ロ） 

① 暴力団、いわゆる総会屋、反社会的団体

又はその構成員等による不当要求行為を

防止するためその他取引開始審査のため

に、正会員が当該団体等の個人データを保

有している場合 

② いわゆる不審者、悪質クレーマー等から

の不当要求行為を防止するため、当該行為

を繰り返す者の個人データを保有してい

る場合 

〔参照条文等〕保護法第２条、通則ＧＬ2-7 

ハ 当該個人データの存否が明らかになる

ことにより、国の安全が害されるおそれ、

他国若しくは国際機関との信頼関係が損

なわれるおそれ又は他国若しくは国際機

関との交渉上不利益を被るおそれがある

もの 

 

（４）「当該個人データの存否が明らかになる

ことにより、国の安全が害されるおそれ、

他国若しくは国際機関との信頼関係が損

なわれるおそれ又は他国若しくは国際機

関との交渉上不利益を被るおそれがある

もの」の具体例（第６号ハ） 

例えば、要人の行動予定情報 

〔参照条文等〕保護法第２条、通則ＧＬ2-7 

ニ 当該個人データの存否が明らかになる

ことにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査

その他の公共の安全と秩序の維持に支障

が及ぶおそれがあるもの 

（５）「当該個人データの存否が明らかになる

ことにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査そ

の他の公共の安全と秩序の維持に支障が

及ぶおそれがあるもの」の具体例（第６号

ニ） 

① 警察からの捜査関係事項照会の受理、回
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答の過程で容疑者等の個人データを保有

している場合 

② 犯罪収益との関係が疑われる取引（疑わ

しい取引）の届出の対象情報 

③ 振り込め詐欺に利用された口座に関する

情報 

〔参照条文等〕保護法第２条、施行令第４条、

第５条、通則ＧＬ2-7 

ホ ６か月以内に消去する（更新すること

は除く。）こととなるもの 

〔参照条文等〕保護法第２条、通則ＧＬ2-7 

 

（７）要配慮個人情報 

 不当な差別や偏見その他の不利益が生

じないように特に配慮を要するものとし

て、特定の記述等が含まれる個人情報をい

う。 

 

５．要配慮個人情報（第７号） 

要配慮個人情報に該当するものの具体例 

（１）人種 

（２）信条 

（３）社会的身分 

（４）病歴 

（５）犯罪の経歴 

（６）犯罪により害を被った事実 

（７）身体障害、知的障害、精神障害（発達障

害を含む。）その他の施行規則で定める心身

の機能の障害があること 

（８）本人に対して医師その他医療に関連する

職務に従事する者により行われた疾病の予

防及び早期発見のための健康診断その他の

検査の結果 

（９）健康診断等の結果に基づき、又は疾病、

負傷その他の心身の変化を理由として、本

人に対して医師等により心身の状態の改善

のための指導又は診療若しくは調剤が行わ

れたこと  

（10）本人を被疑者又は被告人として、逮捕、

捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の

刑事事件に関する手続きが行われたこと 

（11）本人を少年法第３条第１項に規定する少

年又はその疑いのある者として、調査、観

護の措置、審判、保護処分その他の少年の

保護事件に関する手続きが行われたこと 
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〔参照条文等〕保護法第２条、通則ＧＬ2-3 

（８）機微（センシティブ）情報 

金融分野において、要配慮個人情報並び

に労働組合への加盟、門地、本籍地、保健

医療及び性生活（これらのうち要配慮個人

情報に該当するものを除く。）に関する情

報（本人、国の機関、地方公共団体、保護

法第76条第１項各号若しくは施行規則第６

条各号に掲げるものにより公開されている

もの、又は本人を目視し、若しくは撮影す

ることにより取得するその外形上明らかな

ものを除く。）のことをいう。 

６．機微（センシティブ）情報（第８号） 

本人、国の機関、地方公共団体、保護法第

76 条第１項各号若しくは施行規則第６条各

号に掲げる者により公開されているもの、又

は本人を目視し、若しくは撮影することによ

り取得するその外形上明らかなものについ

ては、法令上は要配慮個人情報に該当する場

合であっても、機微（センシティブ）情報に

は含まれないことに留意する。 

〔参照条文等〕金融分野ＧＬ第５条 

（９）匿名加工情報 

個人情報を個人情報の区分に応じて定め

られた措置を講じて特定の個人を識別する

ことができないように加工して得られる個

人に関する情報であり、当該個人情報を復

元して特定の個人を再識別することができ

ないようにしたものをいう。 

７．匿名加工情報（第９号） 

（１）以下に掲げるものが匿名加工情報に該当

すると考えられる。 

① 「当該情報に含まれる氏名、生年月日そ

の他の記述等により特定の個人を識別で

きるもの（他の情報と容易に照合すること

ができ、それにより特定の個人を識別する

ことができることとなるものを含む。）」で

ある個人情報の場合には、特定の個人を識

別することができなくなるように当該個

人情報に含まれる氏名、生年月日その他の

記述等を削除したもの 

② 「個人識別符号が含まれる」個人情報の

場合には、当該個人情報に含まれる個人識

別符号の全部を特定の個人を識別するこ

とができなくなるように削除したもの 

※ 「特定の個人を識別することができる」

とは、情報単体又は複数の情報を組み合

わせて保存されているものから社会通

念上そのように判断できるものをいい、

一般人の判断力又は理解力をもって生

存する具体的な人物と情報の間に同一

性を認めるに至ることができるかどう

かによるものをいう。 

（２）匿名加工情報を作成する場合は、保護法
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及び匿名加工ＧＬに従った対応が必要とな

る。なお、「匿名加工情報を作成する」とは、

匿名加工情報として取り扱うために作成す

ることをいう。例えば、安全管理措置の一

環として氏名等の一部の個人情報を削除

（又は他の記述等に置換え）したうえで、

引き続き個人情報として取り扱う場合（加

工元の個人情報を復元する場合を含む。）、

あるいは統計情報を作成するために個人情

報を加工する場合等については、「匿名加工

情報を作成する」ときに該当しない。 

〔参照条文等〕保護法第２条、通則ＧＬ2-8、

匿名加工ＧＬ2-1 

（利用目的の特定） 

第３条 正会員は、個人情報の取扱いに当たっ

ては、個人情報がどのような事業の用に供さ

れ、どのような目的で利用されるかを本人が

合理的に予想できるようできる限り特定しな

ければならない。 

２ 前項の利用目的の特定に当たって、「自社

の所要の目的で用いる」といった抽象的な利

用目的は、「できる限り特定」したものとは

ならないことから、正会員は、提供する金融

商品、サービスを示したうえで、利用目的を

特定するよう努めなければならない。 

３ 正会員は、特定の個人情報の利用目的が、

法令等に基づき限定されている場合には、そ

の旨を明示することとする。 

４ 正会員は、利用目的を変更する場合には、

保護法第15条第２項に定める「変更前の利用

目的と関連性を有すると合理的に認められる

範囲」を超えてはならない。 

 

１．利用目的の特定に当たり、あらかじめ第三

者に個人情報を提供することを想定してい

る場合には、その旨が明確に分かるよう特定

する必要がある。 

２．利用目的の特定の例 

以下の例を参考に、正会員各社において個

人情報の利用目的を特定する。 

（１）事業内容（任意事項） 

事業内容の記載は、各社の任意とし、記

載する場合には、以下の例を参考とする。

① 金商法第２条第８項第12号イに掲げる業

務又は同項第14号に掲げる業務及びこれら

に付随する業務（委託者非指図型投資信託

の受託会社である信託会社等にあっては、

信託業務及びこれに付随する業務） 

② 金商法第２条第８項第７号に掲げる業務

③ 金商法第35条第２項に基づき正会員が営

むことのできる業務及びこれらに付随する

業務 

④ その他正会員が営むことができる業務及

びこれらに付随する業務（今後取扱いが認

められる業務を含む。） 

（２）利用目的（必須事項） 
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利用目的は、例えば、以下のように具体

的に特定する。また、個人番号の利用目的

について合わせて記載することが考えられ

る。その場合、当該利用目的は、その他の

個人情報の利用目的とは独立したものであ

ることが、顧客に明確に理解されるよう留

意する。 

① 当社が発行する有価証券の勧誘・販売又

はサービスの案内を行うため 

② 適合性の原則等に照らした商品･サービ

スの提供の妥当性を判断するため 

③ 取引口座の開設等、有価証券又はサービ

スの申込の受付のため 

④ お客様ご本人であること又はご本人の代

理人であることを確認するため 

⑤ お客様に対し、取引結果、残高などの報

告を行うため 

⑥ お客様との取引に関する事務を行うため

⑦ お客様との契約や法律等に基づく権利の

行使や義務の履行のため 

⑧ 市場調査、並びにデータ分析やアンケー

トの実施等による金融商品やサービスの研

究や開発のため 

⑨ 一般事務受託者として投資法人から投資

主に係る個人情報の管理事務の全部又は一

部を委託された場合等において、委託され

た当該業務を適切に遂行するため 

⑩ その他、お客様との取引を適切かつ円滑

に履行するため 

● 個人番号の利用目的 

前各号の個人情報の利用目的に関わら

ず、個人番号は、「金融商品取引に関する口

座開設の申請・届出事務」及び「金融商品

取引に関する法定書類の作成・提出事務」

に限り利用いたします。 

※ 個人番号の利用目的を個人情報の利用目

的とは別に通知・公表・明示する場合は、
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顧客に個人情報の利用目的が別途通知・公

表・明示されていることを明確に示したう

えで、それぞれの利用目的の通知・公表・

明示に漏れが生じぬよう留意する必要が

ある。個人番号の利用目的は、例えば次の

ように記載することが考えられる。 

● 個人番号の利用目的 

① 金融商品取引に関する口座開設の申

請・届出事務 

② 金融商品取引に関する法定書類の作

成・提出事務 

※  個人番号以外の個人情報の利用目的

は、幣社ホームページ等で公表してお

りますので、ご確認ください。 

３．利用目的変更の範囲 

（許容例） 

「商品案内等を郵送」→「商品案内等をメ

ール送付」 

（認められない例） 

「アンケート集計に利用」→「商品案内等

の郵送に利用」 

〔参照条文等〕保護法第 15 条、金融分野ＧＬ

第２条、番号法金融ＧＬ1-(1)、通則ＧＬ

3-1-1、3-1-2 

（「同意」の形式） 

第４条 正会員は、次条、第13条及び第13条の

２に定める本人の同意を得る場合には、原則

として、書面（電磁的記録を含む。以下同じ。）

によることとする。 

なお、本人が未成年者、成年被後見人、被

保佐人及び被補助人であって、個人情報の取

扱いに関して同意したことによって生ずる結

果について判断できる能力を有していない場

合などは、親権者や法定代理人等から同意を

得る必要がある。 

 

（１）「同意」を得る方法の具体例 

① 本人から直接個人情報を取得する書面上

又は別の書面上に利用目的及び同意文言

を記載し、本人の署名（及び捺印）を徴求

して同意を得る方法 

② インターネット等の場合、画面上での同

意の意思表示（本人による了解ボタンのク

リック、同意する旨のタッチパネルへのタ

ッチ、ボタンやスイッチ等による入力等）

又は同意文言を記載した本人からの電子

メールや SMS 等の電気通信回線を用いた

交信（以下「電子メール等」という。）の
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受信、本人による音声入力等による方法 

③ 上記①又は②以外の電話等非対面の場合

で、口頭による同意を得るときは、顧客本

人の同意の意思表示について社内記録（聴

取書等）を作成し、又は録音すること等に

より事後的に検証可能な体制をとる必要

がある。 

（２）あらかじめ作成された同意書面を用いる

場合の留意事項 

文字の大きさ及び文章の表現を変える

こと等により、個人情報の取扱いに関する

条項が他と明確に区分され、本人に理解さ

れることが望ましい。 

または、あらかじめ作成された同意書面

に確認欄を設け本人がチェックを行うこと

等、本人の意思が明確に反映できる方法に

より確認を行うことが望ましい。 

〔参照条文等〕通則ＧＬ2-12、金融分野ＧＬ第

３条 

（利用目的による制限） 

第５条 正会員は、あらかじめ本人の同意を得

ることなく、第３条により特定した利用目的

の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取

り扱ってはならない。 

ただし、あらかじめ本人の同意を得るため

に個人情報を利用すること（電子メールの送

信や電話をかけること等）は、当初特定した

利用目的にない場合でも、目的外利用には当

たらない。 

 

（１）正会員が、新たに取扱いを行う業務に関

して、既に取得した個人情報を利用する場

合、利用目的に明記した「その他正会員が

営むことができる業務及びこれらに付随

する業務（今後取扱いが認められる業務を

含む。）」から外れない限り、第３条により

特定した利用目的の達成に必要な範囲内

と考えられる。 

〔参照条文等〕保護法第16条、通則ＧＬ3-1-3 

２ 正会員は、合併その他の事由により他の個

人情報取扱事業者から事業を承継することに

伴って個人情報を取得した場合は、あらかじ

め本人の同意を得ないで、承継前における当

該他の個人情報取扱事業者の個人情報の利用

目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人

情報を取り扱ってはならない。 

また、承継前の利用目的の達成に必要な範

（２）「合併その他の事由」（第２項）には、合

併のほか、事業譲渡、事業の現物出資、会

社分割等、通常、事業に関する顧客情報等

の個人データも一体的に承継される事業

の承継が該当する。 

なお、事業の承継後に、承継前の利用目

的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報

を取り扱う場合は、あらかじめ本人の同意
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囲内で取り扱う場合は目的外利用にならず、

本人の同意を得る必要はない。 

 

を得る必要があるが、当該同意を得るため

に個人情報を利用すること（電子メールの

送信や電話をかけること等）は承継前の利

用目的として記載されていない場合でも、

目的外利用には該当しない。 

（３）個人番号は、原則として、本人の同意を

得ても、利用目的外に利用してはならない

ことに留意を要する。 

〔参照条文等〕保護法第 16 条、通則ＧＬ3-1-4、

番号法第９条、第 30 条第３項、番号法金融

ＧＬ1-(1) 

３ 前２項は、次に掲げる場合については適用

しない。 

 

（４）個人番号は、第３項各号に掲げる場合に

関わらず、次の場合にのみ例外的な取扱い

が認められる。 

① 金融機関が激甚災害時等に金銭の支払を

行う場合 

② 人の生命、身体又は財産の保護のために

必要がある場合であって、本人の同意があ

り、又は本人の同意を得ることが困難であ

るとき。 

〔参照条文等〕保護法第 16 条、番号法第９条、

番号法金融ＧＬ1-(1) 

（１）法令に基づく場合 

 

（５）「法令に基づく場合」（第３項第１号）の

具体例 

 例えば、次のようなものが該当する。 

① 国税通則法第 74 条の２から第 74 条の６

（税務当局が行う質問検査） 

② 国税犯則取締法第１条（収税官吏、徴税

吏員の行う犯則事件の任意調査） 

③ 刑事訴訟法第 197 条（捜査関係事項照会）

④ 犯罪による収益の移転防止に関する法律

（以下「犯罪収益移転防止法」という。）

第８条第１項（疑わしい取引の届出等） 

⑤ 民事訴訟法第 223 条（文書提出命令） 

⑥ 刑事訴訟法第 218 条第１項（令状による

差押え・捜索・検証） 

⑦ 所得税法第 225 条（支払調書及び支払通
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知書） 

⑧ 地方税法第72条の63（個人の事業税に係

る総務省の職員の質問検査権） 

⑨ 国税徴収法第 141 条（質問及び検査） 

⑩ 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律

第 10 条の６（共通報告基準（CRS）に基づ

く自動的情報交換制度に係る口座情報の

報告） 

⑪ 金商法第 56 条の 2、第 210 条、第 211 条

（報告の徴取及び検査、質問・検査・領置

等、臨検・捜索・差押等） 

⑫ 金商法第 78 条第２項、第 78 条の６及び

第 78 条の７ 

※ 金商法等に基づく自主規制機関に対す

る情報提供 

正会員が、金商法等に従って定められ

た本会の定款その他の規則の規定に基

づく本会への報告・届出、本会の調査又

は本会の苦情相談・あっせん業務等、本

会の自主規制業務遂行のために本会に

個人情報の提供を行う場合 

⑬ 弁護士法第23条の２第２項（弁護士会の

照会） 

例えば裁判所等へ提出する証拠資料とし

て必要となる場合 

なお、当該法令に、第三者が個人情報の提

供を求めることができる旨の規定はあるが、

正当な事由に基づきそれに応じないことがで

きる場合には、当該法令の趣旨に照らして目

的外利用の必要性と合理性が認められる範囲

内で対応するよう留意する。 

その場合、例えば弁護士会の照会があった

場合の対応として、個人データを提供するこ

との必要性と合理性が認められる範囲であ

るか判断が困難な場合は、本人の同意を得る

ことが望ましい。 
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〔参照条文等〕保護法第 16 条、通則ＧＬ3-1-5

（２）人の生命、身体又は財産の保護のために

必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき 

 

（６）「人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要がある場合であって、本人の同意を

得ることが困難であるとき」の具体例（第

３項第２号） 

「人」には「法人」を含み、例えば、次

のようなものが該当する。 

① 暴力団、いわゆる総会屋、反社会的団体

又はその構成員等の違法行為に関する情

報、振り込め詐欺に利用された口座に関す

る情報等を収集する場合 

② 反社会的勢力であることが疑われる顧客

について警察へ照会する場合 

③ 顧客等の急病に対処するため医療機関へ

情報提供する場合 

④ 強硬に意図的な業務妨害をする者につい

て警察へ情報提供する場合 

⑤ 地震、災害等により本人が行方不明であ

る状況が継続している場合における当該

本人の家族への財産開示 

〔参照条文等〕保護法第 16 条、通則ＧＬ3-1-5

（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であると

き 

〔参照条文等〕保護法第 16 条、通則ＧＬ3-1-5

 

（４）国の機関若しくは地方公共団体又はその

委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合

であって、本人の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある

とき 

（７）「国の機関若しくは地方公共団体又はそ

の委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要があ

る場合であって、本人の同意を得ることに

より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるとき」の具体例（第３項第４号）

例えば、次のようなものが該当する。 

① 税務当局が適正な課税実現の観点から、

個々の質問調査権によらずに行う任意調

査に応じる場合 

（注）「協力する必要がある」か否かにつ

いては、正会員が個別に判断することと
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なるが、税務当局から「有価証券取引等

の照会書」その他の書面を受け入れ、対

象となる個人情報を特定のうえ提供す

ることが望ましい。 

② 警察の任意調査に応じる場合 

③ 振り込め詐欺に利用された口座に関する

情報を警察に提供する場合 

④ 一般統計調査に回答する場合 

なお、任意の求めの趣旨に照らして目的外

利用の必要性と合理性が認められる範囲内

で対応するよう留意する。 

〔参照条文〕保護法第16条、金融分野ＧＬ第4

条、通則ＧＬ3-1-5 

(機微（センシティブ）情報の取扱い） 

第６条 正会員は、機微（センシティブ）情報

については、次に掲げる場合を除くほか、取

得、利用又は第三者への提供を行わないもの

とする。 

 

 

（１）機微（センシティブ）情報に該当しない

情報の例 

 例えば、次のようなものは該当しない。 

① 新聞、テレビ及び官報等に記載された公

知の情報 

② 相続手続及び納税義務の履行において準

拠法を確認するために「国籍（永住権の有

無を含む。）」を使用する場合の当該「国籍」

情報 

（２）機微（センシティブ）情報に係る留意事

項 

① 機微（センシティブ）情報の取得の時期

は、正会員において、当該情報を事業の用

に供するものとしてファイルに綴じる等

により保管した段階である。 

② 平成17年４月１日以後、犯罪収益移転防

止法等に基づき、顧客の本人確認を行うた

め、当該顧客から、本人確認書類として、

本籍地や免許の条件等（条件等の内容が機

微（センシティブ）情報に該当するものに

限る。）が記載された運転免許証等の写し

の送付を受けた場合、ファイリング（保管）

するまでの間に、速やかに、当該本籍地や
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当該免許の条件等を黒塗りすれば、機微

（センシティブ）情報の「取得」に当たら

ない。 

また、運転免許証の裏面、個人番号カー

ドの表面、健康保険被保険証等から、本人

確認には必要のない臓器提供の意思等に

関する情報（特記欄を含む）は、機微（セ

ンシティブ）情報に該当するか否かを問わ

ず、運用・直接募集業務等において必要な

情報ではないため、取得しないよう留意す

る。 

なお、平成17年４月１日より前に取得し

た機微（センシティブ）情報については、

同日以後は、本条第１項各号に掲げる場合

を除くほか、利用又は第三者への提供はで

きないことに留意する。 

また、平成29年５月30日より前に取得し

た要配慮個人情報（同日より前に機微（セ

ンシティブ）情報であったものを除く。）

については、同日以後は、本条第１項各号

に掲げる場合を除くほか、利用又は第三者

への提供はできないことに留意する。 

（１）法令等に基づく場合 

 

（３）「法令等に基づく場合」の具体例（第１

項第１号） 

法律、政省令、条例、条約のほか、閣議

決定や公務所により発出された指導文書

で、例えば、次のようなものが該当する。

① 顧客から「障害者等の少額貯蓄非課税制

度」の利用資格を確認するため、身体障害

者手帳（写）の提出を受けた場合 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律に基づく暴力団追放運動推進セ

ンターの会議等の場で文書等に記載され

た暴力団や反社会的団体若しくはその構

成員の反社会的行為に関する情報を取得

する場合 

③ 犯罪収益移転防止法第８条第１項に基づ
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く疑わしい取引の届出により、個人情報を

提供する場合 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のために

必要がある場合 

 

（４）「人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要がある場合」の具体例（第１項第２

号） 

① 暴力団、いわゆる総会屋、反社会的団体

又はその構成員等を把握する目的で、犯罪

情報を取得する場合 

② 正会員が顧客の適合性確認を実施した

とき等に、判断能力が低下している顧客

本人に代わって当該顧客の家族等から認

知症等の疾病情報を取得する場合 

〔参照条文等〕保護法第17条第２項第２号

（３） 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の

推進のため特に必要がある場合 

 

（４）国の機関若しくは地方公共団体又はその

委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合

 

（５）源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲にお

いて、政治・宗教等の団体若しくは労働組

合への所属若しくは加盟に関する従業員等

の機微（センシティブ）情報を取得、利用、

又は第三者提供する場合 

 

（６）相続手続による権利義務の移転等の遂行

に必要な限りにおいて、機微（センシティ

ブ）情報を取得、利用又は第三者提供する

場合 

 

（５）「相続手続による権利義務の移転等の遂

行に必要な限りにおいて、機微（センシテ

ィブ）情報を取得、利用又は第三者提供す

る場合」の具体例（第１項第６号） 

例えば、相続手続のための戸籍謄本を取

得する場合 

〔参照条文等〕金融分野ＧＬ第５条 

（７）正会員が営む業務の適切な業務運営を確

保する必要性から、本人の同意に基づき業

務遂行上必要な範囲で機微（センシティブ）

情報を取得、利用、又は第三者提供する場

合 

 

（８）機微（センシティブ）情報に該当する生

体認証情報を本人の同意に基づき、本人確

（６）「生体認証情報」は、第２条の解説１の

２．個人識別符号（１）の例示を参考とす
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認に用いる場合 る。 

２ 正会員は、機微（センシティブ）情報を、

前項に掲げる場合に取得、利用、又は第三者

提供する場合には、同項に掲げる事由を逸脱

した取得、利用又は第三者提供を行うことの

ないよう、特に慎重に取り扱うものとする。

 

３ 正会員は、機微（センシティブ）情報を、

本条第１項に掲げる場合に取得、利用、又は

第三者提供する場合には、個人情報の保護に

関する法令等に従い適切に対応しなければな

らない。 

（７）例えば、要配慮個人情報を取得するに当

たっては、保護法第 17 条第２項に従い、あ

らかじめ本人の同意を得ることに留意す

る。 

 

４ 正会員は、機微（センシティブ）情報を第

三者提供するに当たっては、保護法第23条第

２項（オプトアウト）の規定を適用しないこ

ととする。 

（８）要配慮個人情報のオプトアウトによる第

三者提供は保護法で禁じられているため、

要配慮個人情報には該当しない機微（セン

シティブ）情報についても、オプトアウト

による第三者提供を行わないこととする。

（適正な個人情報の取得） 

第７条  正会員は、偽りその他不正の手段によ

り個人情報を取得してはならない。また、正

会員は、第三者から個人情報を取得するに際

しては、本人の利益の不当な侵害を行っては

ならない。 

 

 

（１）「不正の手段」により個人情報を取得し

ている事例 

  例えば、次のようなものが該当する。 

① 十分な判断能力を有していない子供や障

害者から、取得状況から考えて関係のない

家族の収入事情などの家族の個人情報を、

家族の同意なく取得する場合 

② 保護法第23条第１項に規定する第三者提

供制限違反をするよう強要して個人情報

を取得する場合 

③ 個人情報を取得する主体や利用目的等に

ついて、意図的に虚偽の情報を示して、本

人から個人情報を取得する場合 

④ 他の事業者に指示して不正の手段で個人

情報を取得させ、当該他の事業者から個人

情報を取得する場合   

⑤ 保護法第23条第１項に規定する第三者提

供制限違反がされようとしていることを

知り、又は容易に知ることができるにもか

かわらず、個人情報を取得する場合 
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⑥ 不正の手段で個人情報が取得されたこと

を知り、又は容易に知ることができるにも

かかわらず、当該個人情報を取得する場合

（２）個人番号及び基礎年金番号の取得 

個人番号及び基礎年金番号は法令によ

り規定された場合以外には取得してはな

らないことに留意を要する。 

〔参照条文等〕保護法第17条、通則ＧＬ3-2-1、

番号法第15条、第19条、第20条、番号法金融

ＧＬ3-(2)、3-(3)、国民年金法第108条の４ 

２ 正会員は、第三者からの提供により個人情

報を取得する場合には、提供元の法令遵守状

況を確認するとともに、当該個人情報が適法

に取得されたものであることを確認するもの

とする。 

（３）提供元の法令遵守状況の確認の具体的方

法 

例えば、オプトアウト、利用目的、開示

手続、問合せ・苦情の受付窓口を公表して

いることの確認などが考えられる。 

（４）「提供を受ける個人情報が適法に取得さ

れたものであること」は、例えば以下のい

ずれかの方法で確認する。 

① 取得の経緯を示す契約書等の書面の点

検 

② 適法に取得されている旨の確認書の受入

れ 

③  口頭による適法性の確認のうえ、適正な

社内記録の保存 

なお、提供を受ける個人情報が適法に取

得されたものであることを確認できない

場合は、その取得を自粛することを含め、

慎重な対応を検討することが望ましい。 

〔参照条文等〕通則ＧＬ3-2-1 

（個人情報取得時の利用目的の通知・公表、明

示等） 

第８条 正会員は、個人情報を取得した場合は、

あらかじめその利用目的を公表している場合

を除き、速やかに、その利用目的を本人に通

知し、又は公表しなければならない。この場

合において、「通知」の方法については、原

則として書面によることとし、「公表」の方

 

（１）「通知」方法の具体例 

 例えば、次のような方法がある。 

① ちらし等の文書を直接渡すことによる通

知（原則） 

② 口頭又は自動応答装置などによる通知 

③ 電子メール等、ＦＡＸなどにより送信し、

又は文書を郵便等で送付することによる通
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法については、自らの金融商品の販売方法等

の事業の態様に応じ、インターネットのホー

ムページ等での公表、本店その他の営業所の

窓口等への書面の掲示・備付け等適切な方法

によらなければならない。 

知 

（２）「公表」方法の具体例 

 例えば、次のような方法がある。 

① 自社のホームページのトップページから

１回程度の操作で到達できる場所への掲

載 

② 自社の営業所等、顧客が訪れることが想

定される場所におけるポスター等の掲示、

パンフレット等の備置き・配布 

（注）平成 17 年４月１日の保護法施行日前か

ら保有している個人情報については、保護法

施行時に個人情報の取得行為がなく、保護法

第 18 条の規定は適用されない。 

〔参照条文等〕通則ＧＬ2-10、2-11 

２ 正会員は、前項の規定にかかわらず、本人

との間で契約を締結すること等に伴って契約

書その他の書面に記載された個人情報を取得

する場合は、あらかじめ、本人に対し、その

利用目的を明示しなければならない。ただし、

人の生命、身体又は財産の保護のために緊急

に必要がある場合は、この限りでない。 

（３）本人から「契約書その他の書面に記載さ

れた個人情報を取得する場合」の例（第２

項） 

例えば、次のような場合がある。 

① 本人から、取引口座設定申込書、保管会

社への取次ぎの申込書等を受領する場合 

② 本人から本人確認書類又はその写しを受

領する場合 

③ 返信用ハガキ、アンケートに記載された

個人情報を直接本人から取得する場合 

④ 自社が主催するキャンペーンへの参加希

望者が、参加申込みのために自社のホーム

ページの入力画面に入力した個人情報を

取得する場合 

（４）「明示」の方法の具体例 

 例えば、次のような方法がある。 

① 利用目的を記載した書面で明示する方法

② ポスター等の掲示により明示する方法 

③ パンフレット又はちらしの配布等により

明示する方法 

④ インターネット取引の場合は、顧客入力

画面や顧客宛て電子メール等により明示

する方法 
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（５）「明示」の内容等 

① 「明示」する内容は、取得した個人情報

の利用目的である。「明示」は、当該契約

書その他の書面に記載された個人情報の

利用目的のみを示す方法と、第３条により

特定した包括的な利用目的の全部又は一

部を示す方法のいずれかによるものとす

る。 

② 本人に対して、取引開始時等に包括的な

利用目的を明示している場合で、当該契約

書その他の書面に記載された個人情報の

利用目的が、取引開始時等に明示された包

括的な利用目的の範囲内にあるときは、当

該書面による個人情報を取得する都度、あ

らためて利用目的の明示を行う必要はな

い。 

（６）本人への通知又は公表が必要となる具体

例（取得する前に個別通知する場合を除

く） 

① インターネット上で本人が自発的に公に

している個人情報を取得した場合（単に閲

覧しただけの場合を除く） 

② インターネット、官報、職員録等から個

人情報を取得した場合（単に閲覧しただけ

の場合を除く） 

③ 個人情報の第三者提供を受けた場合 

〔参照条文等〕通則ＧＬ3-2-3、3-2-4 

（７）個人番号の利用目的の通知・公表・明示

① 個人番号の利用目的についても通知・公

表・明示を行わなければならない。 

② 個人番号の利用目的は、個人情報の利用

目的に追記して通知・公表・明示すること

が考えられる。ただし、個人番号の利用目

的を個人情報の利用目的とは別に通知・公

表・明示することも妨げない。 

③ 個人番号の利用目的を、個人情報の利用

目的に追記して通知・公表・明示する場合



 

－  － 27

個人情報の保護に関する指針 解       説 

は、顧客が個人番号の利用目的がその他の

個人情報の利用目的とは独立したもので

あることが明確に理解できるよう留意し

なければならない。例えば、次のような記

載が考えられる。 

● 上記の個人情報の利用目的に関わらず、

個人番号は、「金融商品取引に関する口

座開設の申請・届出事務」及び「金融商

品取引に関する法定書類の作成・提出事

務」に限り利用いたします。 

④ 個人番号の利用目的を個人情報の利用目

的とは別に通知・公表・明示する場合は、

顧客に個人情報の利用目的が別途通知・公

表・明示されていることを明確に示したう

えで、それぞれの利用目的の通知・公表・

明示に漏れが生じぬよう留意する必要が

ある。個人番号の利用目的は、例えば次の

ように記載することが考えられる。 

● 個人番号の利用目的 

1) 金融商品取引に関する口座開設の申

請・届出事務 

2) 金融商品取引に関する法定書類の作

成・提出事務 

※ 個人番号以外の個人情報の利用目的は、

幣社ホームページ等で公表しておりま

すので、ご確認ください。 

３ 正会員は、利用目的を変更した場合は、変

更された利用目的について、本人に通知し、

又は公表しなければならない。 

〔参照条文等〕保護法第18条第３項、通則ＧＬ

3-1-2 

４ 前３項の規定は、次に掲げる場合について

は適用しない。 

（１）利用目的を本人に通知し、又は公表する

ことにより本人又は第三者の生命、身体、

財産その他の権利利益を害するおそれがあ

る場合 

 

 

 

（８）「利用目的を本人に通知し、又は公表す

ることにより本人又は第三者の生命、身

体、財産その他の権利利益を害するおそれ

がある場合」の具体例（第４項第１号） 

例えば、第三者から、暴力団、いわゆる

総会屋、反社会的団体又はその構成員等に
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ついての情報や疑わしい取引の届出の対

象情報、振り込め詐欺に利用された口座に

関する情報、業務妨害行為を行う悪質者情

報の提供者が逆恨みを買うおそれがある

場合 

〔参照条文等〕保護法第 18 条第 4 項、通則Ｇ

Ｌ3-2-5 

（２）利用目的を本人に通知し、又は公表する

ことにより当該正会員の権利又は正当な利

益を害するおそれがある場合 

 

（９）「利用目的を本人に通知し、又は公表す

ることにより当該正会員の権利又は正当

な利益を害するおそれがある場合」の具体

例（第４項第２号） 

 例えば、次のようなものが該当する。 

① 暴力団等の反社会的勢力情報、疑わしい

取引の届出の対象情報、振り込め詐欺に利

用された口座に関する情報、業務妨害行為

を行う悪質者情報を取得したことが明ら

かになる事により、情報提供を受けた正会

員に害が及ぶ場合 

② 通知又は公表される利用目的により、正

会員が行う新商品等の開発内容、営業ノウ

ハウ等の企業秘密にかかわるようなもの

が明らかになり健全な競争を害する場合 

〔参照条文等〕保護法第 18 条第４項、通則

ＧＬ3-2-5 

（３）国の機関又は地方公共団体が法令の定め

る事務を遂行することに対して協力する必

要がある場合であって、利用目的を本人に

通知し、又は公表することにより当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

（10）「国の機関又は地方公共団体が法令の定

める事務を遂行することに対して協力す

る必要がある場合であって、利用目的を本

人に通知し、又は公表することにより当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある

とき」の具体例（第４項第３号） 

例えば、捜査機関から捜査への協力に必

要な被疑者の個人情報の提供を受ける場

合 

〔参照条文等〕保護法第18条第４項、通則ＧＬ

3-2-5 

（４）取得の状況からみて利用目的が明らかで

あると認められる場合 

（11）「取得の状況からみて利用目的が明らか

であると認められる場合」の具体例（第４
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項第４号） 

 例えば、次のようなものが該当する。 

① 電話等での資料請求に対し、請求者が提

供した住所、氏名に関する情報を請求され

た資料の送付のみに利用する場合 

② 法人との取引により、法人の代表者、担

当の役職員の個人名等を取得し、当該個人

情報を当該取引にのみ利用する場合 

③ 今後連絡を取り合うための名刺交換によ

り、個人情報を取得する場合 

なお、ダイレクトメールの送付や勧誘行

為を行う場合は、名刺交換時又はダイレク

トメールの送付前にその旨を確認すること

により利用目的を明示したこととなると考

えられる。 

④ 非通知でない着信電話に同じ用件で電話

を掛け直す場合 

〔参照条文等〕保護法第18条第４項、通則ＧＬ

3-2-5、金融分野ＧＬ第６条 

（データ内容の正確性の確保等） 

第９条 正会員は、利用目的の達成に必要な範

囲内において、個人情報データベース等への

個人情報の入力時の照合・確認の手続の整備、

誤り等を発見した場合の訂正等の手続の整

備、記録事項の更新、保存期間の設定等を行

うことにより、個人データを正確かつ最新の

内容に保つよう努めなければならない。 

なお、保有する個人データを一律に又は常

に最新化する必要はなく、それぞれの利用目

的に応じて、その必要な範囲内で正確性・最

新性を確保すれば足りる。 

また、正会員は、保有する個人データにつ

いて利用する必要がなくなったとき、すなわ

ち、利用目的が達成され当該目的との関係で

は当該個人データを保有する合理的な理由が

存在しなくなった場合や、利用目的が達成さ

れなかったものの当該目的の前提となる事業

 

（１）「個人データを正確かつ最新の内容に保

つ」方法の具体例 

顧客からの届出内容を迅速かつ正確に

個人情報データベース等に反映するとと

もに、各社の業務の態様等に応じ、例えば、

次のような方法により、各社において必要

な対応に努めるものとする。 

① 契約締結時交付書面・取引残高報告書等

やホームページにおいて、顧客の氏名・住

所等の変更届出手続について周知する。 

② 定期的に顧客カード等の情報を顧客本人

に通知し、内容の確認を求める。  

※ 個人番号については、利用目的の範囲を

超えて利用することができないことから、

支払調書等以外の書類等に番号を記載し

てはならないことに留意を要する。 

（２）「保存期間」について 
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自体が中止となった場合等は、当該個人デー

タを遅滞なく消去するよう努めなければなら

ない。なお、法令の定めにより保存期間等が

定められている場合は、この限りではない。

保存期間は合理的理由を伴う永久保存

も該当する。 

※ 個人番号は番号法に明記された事務を行

う必要に限り保管・保存することができる

ものであるため、所管法令にて定められて

いる保存期間を経過した場合には、できる

だけ速やかに消去・廃棄しなければならな

いことに留意を要する。 

〔参照条文等〕保護法第19条、通則ＧＬ3-3-1、

金融分野ＧＬ第７条、番号法第20条、番号法

金融ＧＬ3-(3) 

（安全管理措置） 

第10条 正会員は、その取り扱う個人データの

漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人デ

ータの安全管理のため、安全管理に係る基本

方針・取扱規程等の整備及び安全管理措置に

係る実施体制の整備等の必要かつ適切な措置

を講じなければならない。また、必要かつ適

切な措置は、個人データの取得・利用・保管

等の各段階に応じた「組織的安全管理措置」、

「人的安全管理措置」及び「技術的安全管理

措置」を含むものでなければならない。当該

措置は、個人データが漏えい、滅失又は毀損

等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の

大きさを考慮し、事業の規模及び性質、個人

データの取扱状況（取り扱う個人のデータの

性質及び量を含む。以下同じ。）並びに個人

データを記録した媒体の性質等に起因するリ

スクに応じたものとする。 

２ 本条における用語の定義は、次のとおりで

ある。 

（１）組織的安全管理措置 

個人データの安全管理措置について役職

員（正会員の組織内にあって、直接又は間

接に正会員の指揮監督を受けて正会員の業

務に従事する者をいい、雇用関係にある従

業者（正社員、契約社員、嘱託社員、パー

 

（１） 正会員は、個人データの漏えい、滅失

又は毀損の防止その他の個人データの安

全管理のため、金融分野ＧＬ及び金融分野

実務指針を踏まえ、正会員の規模、業務の

内容等に応じて適切な措置等を講じるも

のとする。 

（２）リスクに応じたものとする具体例 

例えば、不特定多数者が書店で随時に購

入可能な名簿で、正会員において全く加工

をしていないもの（名簿にラインマーカー

や付箋をつけることは加工に当たらない）

については、個人の権利利益を侵害するお

それは低いと考えられることから、それを

処分するために文書細断機等による処理

を行わずに廃棄し、又は廃品回収に出した

としても、正会員の安全管理措置の義務違

反にはならない。 

〔参照条文等〕保護法第 20 条、金融分野ＧＬ

第８条、金融分野実務指針、番号法第 12 条）
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ト社員、アルバイト社員等）のみならず、

正会員との間の雇用関係にない者（取締役、

会計参与（会計参与が法人であるときは、

その職務を行うべき社員）、監査役、執行

役又は派遣社員等）も含まれる。以下同じ。）

の責任と権限を明確に定め、安全管理に関

する規程等を整備・運用し、その実施状況

の点検・監査を行うこと等の正会員の体制

整備及び実施措置をいう。 

（２）人的安全管理措置 

役職員との個人データの非開示契約等の

締結及び役職員に対する教育・訓練等を実

施し、個人データの安全管理が図られるよ

う役職員を監督することをいう。 

（３）技術的安全管理措置 

個人データ及びそれを取り扱う情報シス

テムへのアクセス制御及び情報システムの

監視等の個人データの安全管理に関する技

術的な措置をいう。 

３ 正会員は、個人データの安全管理に係る基

本方針・取扱規程等の整備として、以下の「組

織的安全管理措置」を講じなければならない。

（１）規程等の整備 

イ 個人データの安全管理に係る基本方針

の整備 

ロ 個人データの安全管理に係る取扱規程

の整備 

ハ 個人データの取扱状況の点検及び監査

に係る規程の整備 

ニ 外部委託に係る規程の整備 

（２）各管理段階における安全管理に係る取扱

規程 

イ 取得・入力段階における取扱規程 

ロ 利用・加工段階における取扱規程 

ハ 保管・保存段階における取扱規程 

ニ 移送・送信段階における取扱規程 

ホ 消去・廃棄段階における取扱規程 

（３）個人データの取扱状況を確認できる手段

の具体例 

① 個人データについては、次に掲げる事項

を含む台帳整備が求められている。 

イ．取得項目、ロ．利用目的、ハ．保管場

所・保管方法・保管期限、ニ．管理部署、

ホ．アクセス権限の状況 

② 一方、特定個人情報ファイルについては、

次に掲げる事項を例とする台帳（特定個人

情報は記載しない）整備が求められてい

る。 

イ．特定個人情報ファイルの種類、名称、

ロ．責任者、取扱部署、ハ．利用目的、ニ．

削除・廃棄状況、ホ．アクセス権を有する

者 
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ヘ 漏えい事案等への対応の段階における

取扱規程 

４ 正会員は、個人データの安全管理に係る実

施体制の整備として、以下の「組織的安全管

理措置」、「人的安全管理措置」及び「技術

的安全管理措置」を講じなければならない。

（１）組織的安全管理措置 

イ 個人データの管理責任者等（個人デー

タの安全管理に係る業務遂行の総責任者

である個人データ管理責任者、個人デー

タを取り扱う各部署における個人データ

管理者）の設置 

ロ 就業規則等における安全管理措置の整

備 

ハ 個人データの安全管理に係る取扱規程

に従った運用 

ニ 個人データの取扱状況を確認できる手

段の整備 

ホ 個人データの取扱状況の点検及び監査

体制の整備と実施 

ヘ 漏えい事案等に対応する体制の整備 

（２）人的安全管理措置 

イ 役職員との個人データの非開示契約等

の締結 

ロ 役職員の役割・責任等の明確化 

ハ 役職員への安全管理措置の周知徹底、

教育及び訓練 

ニ 役職員による個人データ管理手続きの

遵守状況の確認 

（３）技術的安全管理措置 

イ 個人データの利用者の識別及び認証 

ロ 個人データの管理区分の設定及びアク

セス制御 

ハ 個人データへのアクセス権限の管理 

ニ 個人データの漏えい・毀損等防止策 

ホ 個人データへのアクセスの記録及び分

析 
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ヘ 個人データを取り扱う情報システムの

稼動状況の記録及び分析 

ト 個人データを取り扱う情報システムの

監視及び監査 

 （４）金融分野ＧＬにおいて求められる組織的

安全管理措置、技術的安全管理措置の一部

について、番号法金融ＧＬにおいては「物

理的安全管理措置」として整備が求められ

ることに留意する。 

  具体的には以下の措置を講ずることが考え

られる。 

① 特定個人情報等を取り扱う区域の管理の

具体例 

イ 特定個人情報ファイルを保存するコン

ピュータシステム等の設置場所、又は特

定個人情報ファイルを外部記憶媒体に

書き出して持ち出すことが可能な区域

は、管理区域として、入退出管理の実施

や持ち込む機器の制限、必要に応じた監

視カメラの設置等を行うことが考えら

れる。 

ロ 上記以外に特定個人情報等の取得、コ

ンピュータシステムへの入力、書類の一

時保存等を行う場所は取扱区域として、

壁又は間仕切り等の設置及び座席配置

の工夫等が考えられる。 

② 機器及び電子媒体等の盗難等の防止の具

体例 

特定個人情報ファイルを取り扱う区域

における機器、電子媒体及び書類等の盗難

又は紛失等を防止するために、電子媒体又

は書類等の施錠できるキャビネット・書庫

等への保管、機器のセキュリティワイヤー

等による固定を行う。 

③ 電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の

防止具体例 

特定個人情報等が記録された電子媒体
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又は書類等を持ち出す場合、暗号化、パス

ワードによる保護、施錠できる搬送容器の

使用等による容易に個人番号が判明しな

い措置の実施や、追跡可能な移送手段の利

用等、安全な方策を講ずる。 

④ 個人番号の削除、機器及び電子媒体等の

廃棄の具体例 

所管法令等において定められている保

存期間等を経過した場合には、個人番号を

できるだけ速やかに復元できない手段で

削除又は廃棄するとともに、削除又は廃棄

した記録を保存する。また、これらの作業

を委託する場合には、委託先が確実に削除

又は廃棄したことについて、証明書等によ

り確認する。 

〔参照条文等〕保護法第20条、通則ＧＬ3-3-2、

金融分野ＧＬ第8条、金融分野実務指針 

（役職員の監督） 

第11条 正会員は、その役職員に個人データを

取り扱わせるに当たっては、当該個人データ

の安全管理が図られるよう、適切な内部管理

体制を構築し、その役職員に対する必要かつ

適切な監督を行わなければならない。当該監

督は、個人データが漏えい、滅失又は毀損等

をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大

きさを考慮し、事業の性質及び個人データの

取扱状況等に起因するリスクに応じたものと

する。 

２ 正会員は、前項の役職員に対する「必要か

つ適切な監督」を以下の体制整備等により行

うこととする。 

（１）役職員が、在職中及びその職を退いた後

において、当該正会員の営む業務に関して

知り得た個人データを第三者に知らせ、又

は利用目的外に使用しないことを内容とす

る契約等を採用時等に締結すること 

（２）個人データの適正な取扱いのための取扱

 

（１）本条における役職員の定義については、

本指針第10条第２項第１号参照 

（２）役職員に対して必要かつ適切な監督を行

っていないものの具体例 

① 役職員が、個人データの安全管理措置を

定める規程等に従って業務を行っている

ことを確認しなかった結果、個人データが

漏えいした場合 

② 自社の内部規程等に違反して個人データ

が入ったノート型パソコン又は外部記録

媒体を繰り返し持ち出されていたにも関

わらず、その行為を放置した結果、当該パ

ソコン又は当該記録媒体が紛失し、個人デ

ータが漏えいした場合 

〔参照条文等〕保護法第 21 条、通則ＧＬ3-3-3、

金融分野ＧＬ第９条、金融分野実務指針、番

号法第 12 条 
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規程の策定を通じた役職員の役割・責任の

明確化及び役職員への安全管理義務の周知

徹底、教育及び訓練を行うこと 

（３）役職員による個人データの持出し等を防

ぐため、社内での安全管理措置に定めた事

項の遵守状況等の確認及び役職員における

個人データの保護に対する点検及び監査制

度を整備すること 

（委託先の監督） 

第12条 正会員は、個人データの取扱いの全部

又は一部を委託（契約の形態や種類を問わず、

正会員が他の者に個人データの取扱いの全部

又は一部を行わせることを内容とする契約の

一切を含む。）する場合は、その取扱いを委

託された個人データの安全管理が図られるよ

う、委託を受けた者に対する必要かつ適切な

監督を行わなければならない。当該監督は、

個人データが漏えい、滅失又は毀損等をした

場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを

考慮し、委託する事業の規模及び性質並びに

個人データの取扱状況等に起因するリスクに

応じたものとする。 

２ 正会員は、個人データを適正に取り扱って

いると認められる者を選定し委託するととも

に、取扱いを委託した個人データの安全管理

措置が図られるよう、個人データの安全管理

のための措置を委託先においても確保しなけ

ればならない（二段階以上の委託が行われた

場合には、委託先の事業者が再委託先等の事

業者に対して十分な監督を行っているかにつ

いても監督を行うものとする。）。なお、具

体的には、例えば以下の対応等を行わなけれ

ばならない。 

（１） 個人データの安全管理のため、委託先に

おける組織体制の整備及び安全管理に係る

基本方針・取扱規程の策定等の内容を委託

先選定の基準に定め、当該基準を定期的に

 

（１）委託先には外国の委託先も含まれる。 

（２）個人番号関係事務を委託する場合は、委

託者と同等の管理を求めなければならな

いことに留意を要する。 

（３）再委託以降の場合も同等の管理を求める

とともに適切に監督することが必要とな

る。 

〔参照条文等〕保護法第 22 条、金融分野ＧＬ

第 10 条、金融分野実務指針、番号法第 11 条、

番号法金融ＧＬ2-(1) 

（４）個人番号関係事務を再委託する場合は、

元委託者の許諾を得る必要があることに

留意を要する。 

〔参照条文等〕番号法第10条、番号法金融ＧＬ

2-(1) 

（５）委託を受けた者に対して必要かつ適切な

監督を行っていない具体例 

① 個人データの安全管理措置の状況を契約

締結時及びそれ以後も適宜把握せず外部

の事業者に委託した結果、委託先が個人デ

ータを漏えいした場合 

② 個人データの取扱いに関して必要な安全

管理措置の内容を委託先に指示しなかっ

た結果、委託先が個人データを漏えいした

場合 

③ 再委託の条件に関する指示を委託先に行

わず、かつ委託先の個人データの取扱状況

の確認を怠り、委託先が個人データの処理
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見直すこと。 

なお、委託先の選定に当たっては、必要

に応じて個人データを取り扱う場所に赴く

又はこれに代わる合理的な方法による確認

を行った上で、個人データ管理責任者等が

適切に評価することが望ましい。 

（２）委託者の監督・監査・報告徴収に関する

権限、委託先における個人データの漏え

い・盗用・改ざん及び目的外利用の禁止、

再委託に関する条件及び漏えい等が発生し

た場合の委託先の責任を内容とする安全管

理措置を委託契約に盛り込むとともに、定

期的に監査を行う等により、定期的又は随

時に当該委託契約に定める安全管理措置の

遵守状況を確認し、当該安全管理措置を見

直すこと。 

なお、委託契約に定める安全管理措置等

の遵守状況については、個人データ管理責

任者等が、当該安全管理措置等の見直しを

検討することを含め、適切に評価すること

が望ましい。 

委託先が再委託を行おうとする場合は、

委託元は委託を行う場合と同様、再委託の

相手方、再委託する業務内容及び再委託先

の個人データの取扱方法等について、委託

先に事前報告又は承認手続きを求める、直

接又は委託先を通じて定期的に監査を実施

する等により、委託先が再委託先に対して

本条の委託先の監督を適切に果たすこと、

再委託先が保護法第20条に基づく安全管理

措置を講ずることを十分に確認することが

望ましい。再委託先が再々委託を行う場合

以降も、再委託を行う場合と同様とする。

を再委託した結果、当該再委託先が個人デ

ータを漏えいした場合 

④ 契約の中に、委託元は委託先による再委

託の実施状況を把握することが盛り込ま

れているにもかかわらず、委託先に対して

再委託に関する報告を求めるなどの必要

な措置を行わず、委託元の認知しない再委

託が行われた結果、当該再委託先が個人デ

ータを漏えいした場合  

〔参照条文等〕保護法第22条、通則ＧＬ3-3-4 

 

（第三者提供の制限） 

第 13 条 正会員は、個人データの第三者（個人

データを提供しようとする正会員及び当該個

人データに係る本人のいずれにも該当しない

 

（１）個人データを提供する場合の留意事項 

正会員が取得した個人データを第三者

に提供する場合には、あらかじめ本人の同
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ものをいい、自然人、法人その他の団体を問

わない。第 13 条の２から第 13 条の５を除き、

以下同じ。）への提供にあたり、あらかじめ

本人の同意を得ないで提供してはならない。

同意の取得にあたっては、事業の規模及び性

質、個人データの取扱状況等に応じ、本人が

同意に係る判断を行うために必要と考えられ

る合理的かつ適切な範囲の内容を明確に示さ

なければならない。 

なお、あらかじめ、個人情報を第三者に提

供することを想定している場合には、利用目

的において、その旨を特定しなければならな

い。 

ただし、次に掲げる場合には、第三者への

個人データの提供にあたって本人の同意は不

要である。 

意を得ることが必要となるが、本人の同意

を得ることなく個人データを提供しよう

とするときは、次のいずれかに該当するか

どうかを確認し必要な対応をとる。 

① 法令に基づく場合等の適用除外の場合（第

１項第１号から第４号） 

② オプトアウトによる場合（第２項） 

※ 機微（センシティブ）情報（本指針第

２条第１項第８号で規定されているも

の）については、オプトアウトが認めら

れていないことに留意する。 

③ 委託の場合（第４項第１号） 

④ 合併等の事業承継の場合（第４項第２号）

⑤ 共同利用の場合（第４項第３号） 

第三者への提供の同意を得る際には、原

則として書面によることとし、当該書面に

おける記載を通じて、個人データを提供す

る第三者、提供を受けた第三者における利

用目的及び第三者に提供される情報の内

容を本人に認識させた上で同意を得るこ

ととする。 

（２）特定個人情報の第三者提供 

特定個人情報については、番号法で定め

られた場合に限り第三者に提供すること

ができる。正会員が特定個人情報を提供で

きるのは、左記第１号～第４号に関わら

ず、支払調書等に個人番号を記載して税務

署長に提出する場合等に限られる。 

また、個人番号には共同利用という考え

方はなく、第三者提供となることに留意を

要する。 

〔参照条文等〕番号法第 15 条、第 19 条、第 30

条第３項、番号法金融ＧＬ３-(2) 

（１）法令に基づく場合 

 

（３）「法令に基づく場合」の具体例（第１項

第１号） 

 例えば、次のようなものが該当する。 

① 国税通則法第74条の２から第74条の６（税
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務当局が行う質問検査） 

② 国税犯則取締法第１条（収税官吏、徴税

吏員の行う犯則事件の任意調査） 

③   刑事訴訟法第197条（捜査関係事項照会）

④ 犯罪収益移転防止法第８条第１項（疑わ

しい取引の届出等） 

⑤ 民事訴訟法第223条（文書提出命令） 

⑥ 刑事訴訟法第218条第１項（令状による

差押え・捜索・検証） 

⑦ 所得税法第225条（支払調書及び支払通

知書） 

⑧ 地方税法第72条の63（個人の事業税に係

る総務省の職員の質問検査権） 

⑨ 国税徴収法第141条（質問及び検査） 

⑩ 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律

第10条の６（共通報告基準（CRS）に基づ

く自動的情報交換制度に係る口座情報の

報告） 

⑪  金商法第56条の2、第210条、第211条（報

告の徴取及び検査、質問・検査・領置等、

臨検・捜索・差押等） 

⑫ 金商法第78条第２項、第78条の６及び第

78条の７ 

※ 金商法等に基づく自主規制機関等に対

する情報提供 

正会員が、金商法等に従って定められ

た本会の定款その他の規則の規定に基

づく本会への報告・届出、本会の調査又

は本会の苦情相談・あっせん業務等、本

会の自主規制業務遂行のために本会に

個人情報の提供を行う場合 

⑬ 弁護士法第23条の２第２項（弁護士会の

照会） 

例えば裁判所等へ提出する証拠資料とし

て必要となる場合 

なお、当該法令に、第三者が個人情報の提
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供を求めることができる旨の規定はあるが、

正当な事由に基づきそれに応じないことがで

きる場合には、当該法令の趣旨に照らして目

的外利用の必要性と合理性が認められる範囲

内で対応するよう留意する。 

その場合、例えば弁護士会の照会があった

場合の対応として、個人データを提供するこ

との必要性と合理性が認められる範囲であ

るか判断が困難な場合は、本人の同意を得る

ことが望ましい。 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ3-4-1

（２）人の生命、身体又は財産の保護のために

必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき 

 

（４）「人の生命、身体又は財産保護のために

必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき」の具体例（第１

項第２号） 

「人」には「法人」を含み、例えば、次

のようなものが該当する。 

① 暴力団、いわゆる総会屋、反社会的団体

又はその構成員等の違法行為に関する情

報、振り込め詐欺に利用された口座に関す

る情報等を提供する場合 

② 反社会的勢力であることが疑われる顧客

について警察へ照会する場合 

③ 顧客等の急病に対処するため医療機関へ

情報提供する場合 

④ 強硬に意図的な業務妨害をする者につい

て警察へ情報提供する場合 

⑤ 地震、災害等により本人が行方不明であ

る状況が継続している場合における当該

本人の家族へ財産開示する場合 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ3-4-1

（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であると

き 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ3-4-1

 

（４ ）国の機関若しくは地方公共団体又はその

委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

（５）「国の機関若しくは地方公共団体又はそ

の委託を受けた者が法令の定める事務を
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することに対して協力する必要がある場合

であって、本人の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある

とき 

 

遂行することに対して協力する必要があ

る場合であって、本人の同意を得ることに

より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるとき」の具体例（第１項第４号）

 例えば、次のようなものが該当する。 

① 税務当局が適正な課税実現の観点から、

個々の質問調査権によらずに行う任意調

査に応じる場合 

（注）「協力する必要がある」か否かにつ

いては、正会員が個別に判断することと

なるが、税務当局から「有価証券取引等

の照会書」その他の書面を受け入れ、対

象となる個人情報を特定のうえ提供す

ることが望ましい。 

② 警察の任意調査に応じる場合 

③ 振り込め詐欺に利用された口座に関する

情報を警察に提供する場合 

④ 一般統計調査に回答する場合  

なお、任意の求めの趣旨に照らして目的外

利用の必要性と合理性が認められる範囲内

で対応するよう留意する。 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ3-4-1

２ 正会員は、第三者に提供される個人データ

（機微（センシティブ）情報を除く。以下こ

の項において同じ。）について、本人の求め

に応じて当該本人が識別される個人データの

第三者への提供を停止することとしている場

合であって、次に掲げる事項について、あら

かじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知

り得る状態に置くとともに、個人情報保護委

員会に届け出たときは、前項にかかわらず、

当該個人データを第三者に提供することがで

きる。 

また、正会員は、当該届出の内容を自らも

インターネットの利用その他の適切な方法に

より公表するものとする。 

なお、機微（センシティブ）情報は、オプ

（６）「通知」の方法の具体例（第２項） 

 例えば、次のような方法がある。 

① 書面を直接渡すことによる通知（原則）

② 口頭又は自動応答装置などによる通知 

③ 電子メール等、ＦＡＸなどにより送信し、

又は書面を郵便等で送付することによる

通知 

（７）「本人が容易に知り得る状態」について

（第２項） 

 「本人が容易に知り得る状態」とは、本人

が知ろうと思えば、時間的にも、その手段に

おいても、容易に知り得ることができる状態

をいう。このため、正会員は、その業務の態

様に応じて、例えば、次のような方法により

継続的な公表を行う必要がある。 
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トアウトにより第三者に提供することはでき

ない。 

① 店舗の窓口等での常時掲示・備付け 

② パンフレット・リーフレットの継続的な

配布 

③ ホームページへの常時掲載 

（注）複数の手段を用意することが望ましい。

（８）特定個人情報の第三者提供 

特定個人情報については、番号法で定めら

れた場合に限り第三者に提供することがで

きる。正会員が特定個人情報を提供できるの

は、左記第２項の規定に関わらず、支払調書

等に個人番号を記載して税務署長に提出す

る場合等に限られる。 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ2-10、

3-4-2 

（１）第三者への提供を利用目的とすること 〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ3-4-2

（２）第三者に提供される個人データの項目 〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ3-4-2

（３）第三者への提供の手段又は方法 

 

（９）「第三者への提供の方法」の具体例（第

２項第３号） 

 例えば、次のようなものが該当する。 

① 書籍（電子書籍を含む。）として出版 

② インターネットに掲載 

③ プリントアウトして交付 

④ 各種通信手段による配信 

⑤ その他外部記録媒体の形式での交付 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ3-4-2

（４）本人の求めに応じて当該本人が識別され

る個人データの第三者への提供を停止する

こと 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ3-4-2

 

（５）本人の求めを受け付ける方法 （10）「本人の求めを受け付ける方法」の具体

例（第２項第５号） 

① 郵送 

② メール送信 

③ ホームページ上の指定フォームへの入力

④ 営業所の窓口での受付 

⑤ 電話 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ3-4-2

３ 正会員は、前項第２号、第３号又は第５号 （11）「通知」及び「本人が容易に知り得る状
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に掲げる事項を変更する場合は、変更する内

容について、あらかじめ本人に通知し、又は

本人が容易に知り得る状態に置くとともに、

個人情報保護委員会に届け出なければならな

い。 

なお、正会員は、本項に従い、必要な事項

を個人情報保護委員会に届け出たときは、そ

の内容を自らも公表するものとする。 

態」の方法の具体例（第３項） 

  上記（６）及び（７）と同様の方法 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ2-10、

3-4-2 

 

４ 次に掲げる場合において、当該個人データ

の提供を受ける者は、第三者に該当しない。

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ3-4-3

 

（１）正会員が、利用目的の達成に必要な範囲

内において個人データの取扱いの全部又は

一部を委託することに伴って当該個人デー

タが提供される場合 

（12）「利用目的の達成に必要な範囲内におい

て個人データの取扱いの全部又は一部を

委託することに伴って当該個人データが

提供される場合」の具体例（第４項第１号）

 例えば、次のような場合が該当する。 

① 顧客データを提供し、入力作業を委託す

るケース 

② 顧客データを提供し、書類の発送を委託

するケース 

③ 事務処理のアウトソース 

④ 顧客データ保管・廃棄のアウトソース 

（注）正会員は、第12条により、委託先に対し

必要かつ適切な監督を行わなければなら

ないことに留意する。 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ3-4-3

（２）合併その他の事由による事業の承継に伴

って個人データが提供される場合（事業の

承継後も、個人データが当該事業の承継に

より提供される前の利用目的の範囲内で利

用する場合に限る。） 

 

（13）「合併その他の事由による事業の承継に

伴って個人データが提供される場合」の具

体例（第４項第２号） 

  合併のほか、事業譲渡、事業の現物出資、

会社分割等、通常、事業に関する顧客情報等

の個人データも一体的に承継される事業の

承継が該当する。 

  なお、事業の承継のための契約を締結する

より前の交渉段階で、相手会社から自社の調

査を受け、自社の個人データを相手方へ提供

する場合も、あらかじめ本人の同意を得るこ

となく又は第三者提供におけるオプトアウ
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ト手続を行うことなく、個人データを提供す

ることができるが、当該データの利用目的及

び取扱方法、漏えい等が発生した場合の措

置、事業承継の交渉が不調となった場合の措

置等、相手会社に安全管理措置を遵守させる

ために必要な契約を締結しなければならな

い。 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ3-4-3

（３）特定の者との間で共同して利用される個

人データが当該特定の者に提供される場合

であって、その旨並びに共同して利用され

る個人データの項目、共同して利用する者

の範囲、利用する者の利用目的及び当該個

人データの管理について責任を有する者

（共同して利用する者において、第一次的

に苦情を受け付け、その処理を行うととも

に、開示、訂正等及び利用停止等の決定を

行い、安全管理に責任を有する者をいう。

第６項において「管理責任者」という。）

の氏名又は名称について、あらかじめ、本

人に通知し、又は本人が容易に知り得る状

態に置いているとき 

（14）「共同利用」の具体例（第４項第３号） 

① グループ企業で総合的なサービスを提供す

るために取得時の利用目的の範囲内で情報

を共同利用する場合 

② 親子兄弟会社の間で取得時の利用目的の範

囲内で個人データを共同利用する場合 

なお、共同利用の対象となる個人データの

提供については、必ずしも全ての共同利用者

が双方向で行う必要はない。 

ただし、共同利用については、金融商品取

引業等に関する内閣府令第153条第１項第７

号及び第154条第１項第４号に規定する非公

開情報の提供の制限に留意すること。以下同

じ。 

また、既に特定の事業者が取得している個

人データを他の事業者と共同して利用する

場合には、既に取得している事業者が保護法

第15条第１項の規定により特定した利用目

的の範囲で共同利用しなければならない。 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ3-4-3 

（15）「通知」及び「本人が容易に知り得る状態」

の方法の具体例（第４項第３号） 

 上記（６）及び（７）と同様の方法 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ2－10、

3-4-2 

（16）個人番号については、共同利用という考え

方はなく第三者提供に該当し、法令で認めら

れた場合に限られることに留意を要する。 

〔参照条文等〕番号法第 30 条第３項、番号法金融
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ＧＬ3-(2) 

５ 正会員が前項第３号の規定により行う通知

については、原則として書面によることとす

る。正会員による「共同して利用する者の範

囲」の通知等については、共同利用者を個別

列挙するよう努めなければならない。 

（17）共同利用者の範囲について（第５項） 

① 共同利用者を個別列挙することが望まし

いが、個別に列挙しない場合は、本人から

見て、共同して利用する者の範囲の外延を

明確にするため、例えば、「当社及び有価

証券報告書等に記載されている連結対象

会社及び持分法適用会社」というように記

載する。 

② 上記①の場合においては、ホームページ

に共同利用者名を記載する等により、共同

利用者の範囲を分かりやすく示すことが

考えられる。 

（18）正会員が共同利用を実施する場合には、

共同利用者における責任等を明確にし円

滑に実施する観点から、前項の情報のほ

か、例えば、次に係る事項についてもあら

かじめ取り決めておくことが望ましい。 

① 共同利用者の要件（グループ会社である

こと、特定のキャンペーン事業の一員であ

ること等、共同利用による事業遂行上の一

定の枠組み） 

② 各共同利用者の個人情報取扱責任者、問

合せ担当者及び連絡先 

③ 共同利用する個人データの取扱いに関す

る事項 

イ 個人データの漏えい等防止に関する事

項 

ロ 目的外の加工、利用、複写、複製等の

禁止 

ハ 共同利用終了後のデータの返還、消去、

廃棄に関する事項 

④ 共同利用する個人データの取扱いに関す

る取決めが遵守されなかった場合の措置 

⑤ 共同利用する個人データに関する事件・

事故が発生した場合の報告・連絡に関する

事項 
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⑥ 共同利用を終了する際の手続 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ3-4-3

６ 正会員は、第４項第３号に規定する利用者

の利用目的又は管理責任者の氏名又は名称を

変更する場合は、変更する内容について、あ

らかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知

り得る状態に置かなければならない。 

 

（19）「通知」及び「本人が容易に知り得る状

態」の方法の具体例（第６項） 

  上記（６）及び（７）と同様の方法 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ2-10、

3-4-2、金融分野ＧＬ第 11 条、第４条 

（20）「共同して利用される個人データの項目」

及び「共同して利用する者の範囲」につい

て変更することは、原則認められていない

が、例えば次に掲げる場合には、変更した

うえで、共同利用ができる。 

① 共同利用を行う個人データの項目や事業

者の変更につき、あらかじめ本人の同意を

得た場合 

② 共同利用を行う事業者の名称に変更があ

るが、共同して利用される個人データの項

目に変更がない場合 

③ 共同利用を行う事業者について事業の承

継が行われた場合。 

ただし、共同利用する個人データの項目

等の変更がないことが前提であることに

留意する。 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則ＧＬ3－4

－3 

（外国にある第三者への提供の制限） 

第13条の２ 正会員は、外国（本邦の域外にあ

る国又は地域をいう。以下同じ。）（個人の

権利利益を保護する上で我が国と同等の水準

にあると認められる個人情報の保護に関する

制度を有している国として施行規則で定める

ものを除く。以下、この条及び次条において

同じ。）にある第三者（個人データの取扱い

について個人情報取扱事業者が講ずべきこと

とされている措置に相当する措置を継続的に

講ずるために必要なものとして施行規則で定

める基準に適合する体制を整備している者を

 

個人データの第三者への提供に関しては、保

護法第24条により「外国」から除かれる場合、

又は（２）若しくは（３）により「第三者」に

該当しない場合には、「外国にある第三者への

個人データの提供を認める旨の本人の同意」を

得る必要はないが、そうでない場合には、当該

同意が必要となる。 

外国にある第三者への提供となる場合は、保

護法第23条第１項各号に該当しない限り、外国

にある第三者への提供についての本人の同意

が必要となることに注意のこと。すなわち、委
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除く。以下、この条において同じ。）に個人

データを提供する場合には、前条第１項各号

に定める場合を除くほか、あらかじめ外国に

ある第三者への提供を認める旨の本人の同意

を得なければならない。この場合においては、

同条の規定は適用しない。 

託、事業承継又は共同利用（保護法第23条第５

項各号に掲げる場合）であっても、国内にある

第三者への提供と異なり、本人の同意が必要と

なる。 

（１）「外国」から除かれる「国」について 

現時点において、保護法第24条に基づき、

施行規則で定めている国はない。（平成29年3

月31日現在） 

（２）「第三者」の考え方について 

一般に「第三者」とは、個人データを提供

する個人情報取扱事業者と当該個人データ

によって識別される本人以外の者のことで

ある。 

【具体例】 

①  個人データを提供する者及び提供を受

ける者双方が法人の場合、両者の法人格が

同一であれば、「第三者」に該当しない。 

・ 日本企業が、外国の法人格を取得して

いる当該企業の現地子会社に個人デー

タを提供する場合は「外国にある第三

者」に該当する。 

・ 外資系企業の日本法人が外国にある親

会社に個人データを提供する場合は「外

国にある第三者」に該当する。 

・ 日本企業が、当該企業の現地の営業所、

支店など同一法人格内で個人データを提

供する場合は「外国にある第三者」に該

当しない。 

②  個人データの提供先が外国法人であっ

ても、当該外国法人が日本国内に営業所を

設置している場合など、日本国内で「個人

情報データベース等」を事業の用に供して

いると認められるときは、「外国にある第

三者」に該当しない。 

・ 日系企業の東京本店が外資系企業の東

京支店に個人データを提供する場合は

「外国にある第三者」に該当しない。 
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（３）「個人情報取扱事業者が講ずべき措置に

相当する措置を継続的に講ずるために必

要なものとして定められる基準に適合す

る体制を整備している者」として、「第三

者」から除かれる者について 

個人データの取扱いについて個人情報

取扱事業者が講ずべきこととされている

措置に相当する措置を継続的に講ずるた

めに必要なものとして基準に適合する体

制を整備している者については、本条に定

める本人の同意は不要となる。 

以下①又は②に該当する場合は、当該体

制を整備している者と認められる。 

① 正会員と個人データの提供を受ける者と

の間で、当該提供を受ける者における当該

個人データの取扱いについて、適切かつ合

理的な方法により、保護法第４章第１節の

規定の趣旨に沿った措置の実施が確保さ

れていること。 

【「保護法第４章第１節の規定の趣旨に沿っ

た措置」のために備えるべき内容】 

保護法第15条から第35条（ただし、保護

法第17条第２項、第25条、第26条、第34条

は除く。） 

【上記内容を備えている「国際的な枠組み」

の具体例（参考）】 

・ＯＥＣＤプライバシーガイドライン 

・ＡＰＥＣプライバシーフレームワーク 

【「適切かつ合理的な方法」について】 

「適切かつ合理的な方法」は、個々の事

例ごとに判断されるべきであるが、個人デ

ータの提供先である外国にある第三者が、

わが国の個人情報取扱事業者が講ずべきこ

ととされている措置に相当する措置を継続

的に講ずることを担保することができる方

法である必要がある。例えば、次の事例が

該当する。 
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・ 外国にある事業者に個人データの取扱

いを委託する場合には、提供元及び提供

先間の契約、確認書、覚書等 

・ 同一の企業グループ内で個人データを

移転する場合には、提供元及び提供先に

適用される内規、プライバシーポリシー

等 

② 個人データの提供を受ける者が、個人情

報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づ

く認定を受けていること。 

【「国際的な枠組み」に基づく認証制度の具

体例】 

・ＡＰＥＣ越境プライバシールール（ＣＢ

ＰＲ）システム 

なお、提供元の正会員がＣＢＰＲの認

証を取得しており、提供先の「外国にあ

る第三者」が当該正会員に代わって個人

情報を取り扱う者である場合には、当該

正会員がＣＢＰＲの取得要件を充たすこ

とも、「適切かつ合理的な方法」の一つで

あると解される。 

〔参照条文等〕保護法第 24 条、施行規則第 11

条、通則ＧＬ3-4-4、外国ＧＬ 

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第13条の３ 正会員は、第三者（保護法第２条

第５項各号に掲げる者を除く。本条から第13

条の５まで同じ。）に個人データを提供した

場合には、個人データを提供した年月日、当

該第三者の氏名または名称その他の施行規則

で定める事項に関する記録を作成しなければ

ならない。 

ただし、国内にある第三者への提供におい

ては、次の第１号から第７号に該当する場合、

記録の作成を要しないものとする。 

また、外国にある第三者への提供において

は、次の第１号から第４号に該当する場合、

また、当該第三者が施行規則で定める基準を

 

（１）本条において「第三者」からは、次に該

当する者は除かれる。 

① 国の機関 

② 地方公共団体 

③ 独立行政法人等 

④ 地方独立行政法人 

（２）保護法第23条第２項の規定により、オプ

トアウトによって、第三者に個人データを

提供した場合には、次の項目についての記

録を作成すること。 

① 当該個人データを提供した年月日 

② 当該第三者の氏名又は名称その他の当該

第三者を特定するに足りる事項（不特定か
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満たしているものであって、保護法第23条第

５項各号に掲げる場合、記録の作成を要しな

いものとする。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のために

必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき 

（３） 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であると

き 

（４）国の機関若しくは地方公共団体又はその

委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合

であって、本人の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある

とき 

（５）正会員が利用目的の達成に必要な範囲内

において個人データ取扱いの全部又は一部

を委託することに伴って当該個人データが

提供される場合 

（６）合併その他の事由による事業の承継に伴

って個人データが提供される場合 

（７）特定の者との間で共同して利用される個

人データが当該特定の者に提供される場合

であって、その旨並びに共同して利用され

る個人データの項目、共同して利用する者

の範囲、利用する者の利用目的及び当該個

人データの管理について責任を有する者の

氏名又は名称について、あらかじめ、本人

に通知し、又は本人が容易に知り得る状態

に置いているとき 

つ多数の者に対して提供したときは、その

旨） 

③ 当該個人データによって識別される本人

の氏名その他の当該本人を特定するに足

りる事項 

④ 当該個人データの項目 

（３）保護法第23条第１項又は第24条の規定に

より、第三者に個人データを提供した場合

には、次の項目についての記録を作成する

こと（都度本人の同意を得る場合 ※第三

者が国内にあっても外国にあっても同

じ）。 

① 保護法第23条第１項又は第24条の本人の

同意を得ている旨 

② 当該第三者の氏名又は名称その他の当該

第三者を特定するに足りる事項（不特定か

つ多数の者に対して提供したときは、その

旨） 

③ 当該個人データによって識別される本人

の氏名その他の当該本人を特定するに足

りる事項 

④ 当該個人データの項目 

（４）第三者に個人データを提供した場合には

文書、電磁的記録又はマイクロフィルムに

より記録を作成すること。 

（５）実質的に「提供者」による提供ではない

ものには記録義務は適用されない。次に掲

げる場合が該当する。 

① 本人による提供 

   ＳＮＳ等により投稿者本人が入力した内

容 

② 本人に代わって提供 

イ 顧客から電話で取引内容の照会を受け

たため、担当者の氏名、連絡先等を案内

する場合 

ロ 親子兄弟会社間での協働事業における

顧客紹介の場合で、当該顧客から口座開



 

－  － 50

個人情報の保護に関する指針 解       説 

設や注文発注などの申込み事実があり、

かつ、当該申込に際して当該顧客から親

子兄弟会社間で授受される情報の内容、

提供先等を認識し、当該提供を具体的に

特定できていると考えられる場合 

ハ 顧客から知人の紹介として個人データ

の提供を受ける場合 

（６）実質的に「受領者」に対する提供ではな

いものには記録義務は適用されない。次に

掲げる場合が該当する。 

① 本人の代理人又は家族等、本人と一体と

評価できる関係にある者に提供する場合 

   例えば、金融機関の営業員が、家族と共

に来店した顧客に対して、保有金融商品の

損益状況を説明する場合をいう。 

② 提供者が、最終的に本人に提供すること

を意図した上で、受領者を介在して第三者

提供を行い、本人がそれを明確に認識でき

る場合 

（７）「提供」行為の考え方について 

   不特定多数の者が取得できる公開情報は、

本来であれば受領者も自ら取得できる情

報であり、それをあえて提供者から受領者

に提供する行為は、受領者による取得行為

を提供者が代行しているものであること

から、実質的に確認・記録義務を課すべき

第三者提供には該当せず、同義務は適用さ

れない。 

例えば、ホームページ等で公表されてい

る情報、報道機関により報道されている情

報等が該当する。ただし、特定の者のみア

クセスできる情報、提供者の業務上取得し

得た非公開の情報等を除く。 

また、個人データを公開に供する行為

は、提供者として記録の作成が必要とな

る。 

  ※ いわゆる公開情報であっても、「個人
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情報」に該当するため、確認・記録義務

以外の規定は適用されることに留意す

ること。 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、第 25 条、確認

記録ＧＬ２、３ 

（第三者提供を受ける際の確認等） 

第 13 条の４ 正会員は、第三者から個人データ

の提供を受けるに際し、次に掲げる場合を除

き、当該第三者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあってはその代表者（法人でない団

体で代表者又は管理人の定めのあるものにあ

ってはその代表者又は管理人）の氏名、当該

第三者による当該個人データの取得の経緯の

確認を行い、保護法第 26 条第３項に定める事

項に関する記録を作成しなければならない。

ただし、実質的に「提供者」による提供で

はないものについては、確認・記録義務は適

用されない。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のために

必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき 

（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であると

き 

（４）国の機関若しくは地方公共団体又はその

委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合

であって、本人の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある

とき 

（５）正会員が利用目的の達成に必要な範囲内

において個人データ取扱いの全部又は一部

を委託することに伴って当該個人データが

提供される場合 

（６）合併その他の事由による事業の承継に伴

 

（１）本条における「第三者」の考え方は、第

13条の３の考え方に同じ。 

（２）「当該第三者による個人データの取得の

経緯」の考え方について 

提供を受けようとする個人データが適

法に入手されたものではないと疑われる

場合に、当該個人データの利用・流通を未

然に防止する趣旨で、取得の経緯に係る確

認が求められており、例えば、次に掲げる

内容の確認をいう。 

① 取得先の別 

（顧客としての本人、従業員としての本

人、他の個人情報取扱事業者、家族・友

人等の私人、いわゆる公開情報等） 

② 取得行為の態様 

（本人から直接取得したか、有償で取得

したか、いわゆる公開情報から取得した

か、紹介により取得したか、私人として

取得したものか等） 

なお、親子兄弟会社間において顧客よ

り受け入れた「情報共有同意書」は、取

得の経緯が通常分かるものであることか

ら利用することは可能である。 

（３）第三者から個人データの提供を受けた場

合は、次の項目についての記録を作成する

こと。 

① 個人情報取扱事業者からオプトアウトに

より第三者提供を受けた場合 

イ 当該個人データの提供を受けた年月

日 

ロ 当該第三者の氏名又は名称及び住所
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って個人データが提供される場合 

（７）特定の者との間で共同して利用される個

人データが当該特定の者に提供される場合

であって、その旨並びに共同して利用され

る個人データの項目、共同して利用する者

の範囲、利用する者の利用目的及び当該個

人データの管理について責任を有する者の

氏名又は名称について、あらかじめ、本人

に通知し、又は本人が容易に知り得る状態

に置いているとき 

並びに法人にあっては、その代表者（法

人でない団体で代表者又は管理人の定

めのあるものにあっては、その代表者

又は管理人）の氏名 

ハ 当該第三者による当該個人データの

取得の経緯 

ニ 当該個人データによって識別される

本人の氏名その他の当該本人を特定す

るに足りる事項 

ホ 当該個人データの項目 

へ  個人情報保護委員会により公表され

ている旨 

  ② 個人情報取扱事業者から都度の本人の同

意により第三者提供を受けた場合 

イ 保護法第23条第１項又は第24条の本

人の同意を得ている旨 

ロ 当該第三者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては、その代表者（法

人でない団体で代表者又は管理人の定

めのあるものにあっては、その代表者

又は管理人）の氏名 

ハ 当該第三者による当該個人データの

取得の経緯 

ニ 当該個人データによって識別される

本人の氏名その他の当該本人を特定す

るに足りる事項 

ホ 当該個人データの項目 

③ 私人などから第三者提供を受けた場

合 

イ 当該第三者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては、その代表者（法

人でない団体で代表者又は管理人の定

めのあるものにあっては、その代表者

又は管理人）の氏名 

ロ 当該第三者による当該個人データの

取得の経緯 

ハ 当該個人データによって識別される
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本人の氏名その他の当該本人を特定す

るに足りる事項 

ニ 当該個人データの項目 

※ なお、個人データ提供者が個人情報取扱

事業者である場合は、当該事業者の社内規

則や顧客向け約款等で適正に個人情報を

取得することが規定されていることが確

認できれば、個別の取得経緯まで確認する

ことは求められない。 

（４）第三者から個人データの提供を受けるに

際し確認した上記（３）の内容について、

文書、電磁的記録又はマイクロフィルムに

より記録を作成すること。 

（５）実質的に「提供者」による提供ではない

ものには確認・記録義務は適用されない。

次に掲げる場合が該当する。 

① 本人による提供 

   ＳＮＳ等により投稿者本人が入力した内

容 

② 本人に代わって提供 

イ 顧客から電話で取引内容の照会を受け

たため、担当者の氏名、連絡先等を案内

する場合 

ロ 親子兄弟会社間での協働事業における

顧客紹介の場合で、当該顧客から口座開

設や注文発注などの申込み事実があり、

かつ、当該申込に際して当該顧客から親

子兄弟会社間で授受される情報の内容、

提供先等を認識し、当該提供を具体的に

特定できていると考えられる場合 

ハ 顧客から知人の紹介として個人データ

の提供を受ける場合 

（６）実質的に「受領者」に対する提供ではな

いものとは、次に掲げる場合をいう。 

① 本人の代理人又は家族等、本人と一体と

評価できる関係にある者に提供する場合 

   例えば、金融機関の営業員が、家族と共
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に来店した顧客に対して、保有金融商品の

損益状況を説明する場合をいう。 

② 提供者が、最終的に本人提供することを

意図した上で、受領者を介在して第三者提

供を行い、本人がそれを明確に認識できる

場合 

（７）「提供を受ける」行為の考え方について 

   確認・記録義務は、受領者にとって「第

三者から個人データの提供を受ける」行為

がある場合に適用されるため、単に閲覧す

る行為については、「提供を受ける」行為

があるとはいえず、確認・記録義務は適用

されない。 

なお、提供者たる個人情報取扱事業者

が、個人データを第三者が利用可能な状態

に置く行為は、提供行為に該当する。 

また、口頭、ＦＡＸ、電子メール等、電

話などで、受領者の意思と関係なく、一方

的に個人データを提供された場合におい

て、受領者側に「提供を受ける」行為がな

いときは、確認・記録義務は適用されない。

（８) 受領者に確認・記録義務が適用され

ない場合の考え方について 

提供者にとって個人データに該当す

る場合であっても、受領者にとって、「個

人データ」又は、そもそも「個人情報」

に該当しない情報を受領した場合、確

認・記録義務は適用されない。 

例えば、次に掲げる場合が該当する。

① 提供者が氏名を削除するなどして個

人を特定できないようにしたデータ

の提供を受けた場合 

② 提供者で管理しているＩＤ番号のみ

が付されたデータの提供を受けた場

合 

〔参照条文等〕保護法第 25 条、第 26 条、確認

記録ＧＬ２、４ 
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（第三者提供時の記録に係る保存期間） 

第13条の５ 第13条の３及び第13条の４に従い

作成した記録については、当該記録を作成し

た日から施行規則で定める期間保存しなけれ

ばならない。 

 

（１）個人データの第三者提供があった場合に

は、次に掲げる場合に従い、作成した記録

を保存すること。 

① 施行規則第12条第３項に定める方法によ

り記録を作成する場合には、最後に当該記

録に係る個人データの提供があった日か

ら起算して１年を経過する日まで 

② 施行規則第12条第２項又は第16条第２項

に定める方法により記録を作成する場合

には、最後に当該記録に係る個人データの

提供があった日から起算して３年を経過

する日まで 

※ なお、複数人の個人データの提供がある

場合、個人ごとではなく一括して作成す

ることもできる。この場合、保存期間は

各個人ごとに計算する。 

  ③ ①②以外の場合は、３年 

（２）個人データの提供にあたり、伝送日時、

伝送先等のログを、本項における記録の一

部として利用することは可能である。 

〔参照条文等〕保護法第 25 条、第 26 条 

（保有個人データに関する事項の公表等） 

第14条 正会員は、保有個人データに関し、次

に掲げる事項について、本人の知り得る状態

（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合

を含む。）に置かなければならない。なお、

利用目的に第三者提供が含まれる場合には、

第２号の内容として、その旨を明らかにしな

ければならない。 

 

 

（１）保有個人データに関する事項を「本人の

知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞な

く回答する場合を含む｡）」に置く際の具体

例（第１項） 

本人が知ろうと思えば知ることができる

状態をいい、正会員は、その事業の態様に応

じて、例えば、次のような方法により、適切

な措置を講ずる必要がある。 

① 店頭での継続的なポスターの掲示、書面

の備付け（第23条に定める「個人情報保護

宣言」と一体として掲載する方法もある。

以下同じ。） 

② パンフレット・リーフレットの継続的な

配布 
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③ ホームページへの継続的な掲載 

④ 本人の求めに応じた書面の交付、郵送、

ファックス等による送付 

⑤ 本人の求めに応じた口頭、電話、電子メ

ール等での回答 

なお、対象となる本人に対して必要な事項

が知らされればよいものであり、利用する媒

体すべてによる同時の変更を要するもので

はない。 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-5-1

（１）正会員の名称 

 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-5-1

（２） 全ての保有個人データの利用目的（ただ

し、第８条第４項第１号から第３号に該当

する場合を除く。） 

 

・ 利用目的に第三者提供が含まれる場合は、

その旨も明らかにすること。 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-5-1

（３）次項の規定による求め又は次条第１項、

第16条第１項若しくは第17条第１項若しく

は第２項の規定による請求に応じる手続

（第20条の規定により手数料の額を定めた

ときは、その手数料の額を含む。） 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-5-1

 

（４）保有個人データの取扱いに関する自社に

おける苦情の申出先 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-5-1

（５）認定個人情報保護団体の名称及びその苦

情の解決の申出先 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-5-1

２ 正会員は、本人から、当該本人が識別され

る保有個人データの利用目的の通知を求めら

れたときは、本人に対し、遅滞なく、これを

通知しなければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合は、この限りでは

ない。 

（１）前項の規定により当該本人が識別される

保有個人データの利用目的が明らかな場合

（２）第８条第４項第１号から第３号に該当す

る場合 

（２）「通知」の方法の具体例（第２項及び第

３項） 

 例えば、次のような方法がある。 

① 書面を直接渡すことによる通知 

② 口頭又は自動応答装置などによる通知 

③ 電子メール等、ＦＡＸなどにより送信し、

又は書面を郵便等で送付することによる

通知 

〔参照条文等〕：保護法第 27 条、施行令第８条、

通則ＧＬ2-10、3-5-1、金融分野ＧＬ第 12 条

３ 正会員は、前項の規定に基づき求められた

保有個人データの利用目的を通知しない旨の

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-5-1
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決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、

その旨を通知しなければならない。 

（開 示） 

第15条 正会員は、本人から、当該本人が識別

される保有個人データの開示（存在しないと

きにはその旨を知らせることを含む。）の請

求を受けたときは、本人に対し、書面の交付

による方法（開示の請求を行った者が同意し

た方法があるときはその方法）により、遅滞

なく、当該保有個人データを開示しなければ

ならない。ただし、開示することにより次の

いずれかに該当する場合は、その全部又は一

部を開示しないことができる。 

（１）本人又は第三者の生命、身体、財産その

他の権利利益を害するおそれがある場合 

 

（１）「開示の請求を行った者が同意した方法」

の具体例（第１項） 

例えば、次のような方法がある。 

① 電子メール等による方法 

② 電話による方法 

（２）本人から「個人番号の有無」の開示請求

があった場合には、「個人番号を取得して

いる」旨を開示すればよい。 

〔参照条文等〕保護法第 28 条、通則ＧＬ3-5-2

 

（２）正会員の業務の適正な実施に著しい支障

を及ぼすおそれがある場合 

 

（３）「正会員の業務の適正な実施に著しい支

障を及ぼすおそれがある場合」に該当する

例（第１項第２号） 

 例えば、次のような場合が該当する。 

① 評価情報等、正会員が付加した情報の開

示請求を受けた場合又は保有個人データ

を開示することにより顧客との取引の適

正な実施が妨げられる場合 

② 同一の本人から複雑な対応を要する同一

内容について繰り返し開示の請求があり、

事実上問合せ窓口が占有されることによ

って、他の問合せ対応業務が立ち行かなく

なる等、業務上著しい支障を及ぼすおそれ

がある場合 

③ 企業秘密が明らかになるおそれがある場

合 

（４）「正会員の業務の適正な実施に著しい支

障を及ぼすおそれがある場合」に該当しな

い例（第１項第２号） 

例えば、開示すべき保有個人データの量

が多いことのみを不開示理由とすること

はできない。 
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〔参照条文等〕保護法第 28 条、通則ＧＬ3-5-2

（３）他の法令に違反することとなる場合 

 

（５）「他の法令に違反することとなる場合」

とは、例えば、刑法第134条（秘密漏示罪）

や電気通信事業法第４条（通信の秘密の保

護）に違反することとなる場合が該当する

（第１項第３号）。 

また、他の法令の規定により、保護法第

28条第２項及び政令第９条に定める方法

に相当する方法（書面の交付による方法

（開示の請求を行った者が同意した方法

があるときは、当該方法））により当該本

人が識別される保有個人データを開示す

ることとされている場合には、保護法第28

条第１項及び第２項の規定は適用されず、

当該他の法令の規定が適用される。 

〔参照条文等〕保護法第 28 条、通則ＧＬ3-5-2

２ 正会員は、前項の規定による請求に係る保

有個人データの全部又は一部について開示し

ない旨の決定をしたとき又は当該保有個人デ

ータが存在しないときは、本人に対し、遅滞

なく、その旨を通知しなければならない。ま

た、その決定の理由について、根拠とした法

の条文及び判断の基準となる事実を示して説

明することとする。 

（６）「通知」及び「説明」の方法の具体例（第

２項） 

 例えば、次のような方法がある。 

① 書面を直接渡すことによる通知 

② 口頭又は自動応答装置などによる通知 

③ 電子メール等、ＦＡＸなどにより送信し、

又は書面を郵便等で送付することによる

通知 

〔参照条文等〕保護法第 28 条、施行令第９条、

通則ＧＬ2-10、3-5-2、金融分野ＧＬ第 13 条

（訂正等） 

第16条 正会員は、本人から、当該本人が識別

される保有個人データに誤りがあり、事実で

ないという理由によって、内容の訂正、追加

又は削除（以下「訂正等」という。）の請求

を受けた場合は、利用目的の達成に必要な範

囲内において、遅滞なく、事実の確認等の必

要な調査を行い、その結果に基づき、原則と

して当該保有個人データの内容の訂正等を行

わなければならない。 

 

 

（１）「訂正等」について 

① 訂正等は、利用目的の達成に必要な範囲

で行うものであり、必要以上の訂正等を義

務付けるものではない。 

② 訂正等は、保護法に基づくものであり、

顧客等からの氏名・住所変更等の届出にま

で適用されるものではない。 

（２）利用目的からみて訂正等が必要でない場

合、保有個人データが誤りである旨の指摘

が正しくない場合には、訂正等を行う必要
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はない。ただし、その場合には、遅滞なく、

訂正等を行わない旨を本人に通知する必

要があることに留意すること。 

〔参照条文等〕保護法第 29 条、通則ＧＬ3-5-3

２ 正会員は、前項の請求に係る保有個人デー

タの内容の全部若しくは一部について訂正等

を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決

定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、そ

の旨（訂正等を行ったときは、その内容を含

む。）を通知しなければならない。なお、正

会員は、訂正等を行わない場合は、訂正等を

行わない根拠及びその根拠となる事実を示

し、その理由を説明することとする。 

（３）「通知」及び「説明」の方法の具体例（第

２項） 

 例えば、次のような方法がある。 

① 書面を直接渡すことによる通知 

② 口頭又は自動応答装置などによる通知 

③ 電子メール等、ＦＡＸなどにより送信し、

又は書面を郵便等で送付することによる

通知 

〔参照条文等〕保護法第 29 条、通則ＧＬ2-10、

金融分野ＧＬ第 14 条 

（利用停止等） 

第17条 正会員は、本人から、当該本人が識別

される保有個人データが第５条の規定に違反

して取り扱われたものであるという理由又は

第７条の規定に違反して取得されたという理

由によって、当該保有個人データの利用の停

止又は消去（以下「利用停止等」という。）

の請求を受けた場合であって、その請求に理

由があることが判明したときは、違反を是正

するために必要な限度で、遅滞なく、当該保

有個人データの利用停止等を行わなければな

らない。ただし、当該保有個人データの利用

停止等に多額の費用を要する場合その他の利

用停止等を行うことが困難な場合であって、

本人の権利利益を保護するため必要なこれに

代わるべき措置をとるときは、この限りでな

い。 

 

（１）保有個人データの全部消去を求められた

場合であっても、利用停止によって手続違

反を是正できる場合であれば、そのような

措置を講ずることにより、義務を果たした

ことになり、必ずしも求められた措置をそ

のまま実施する必要はない。 

なお、手続違反である旨の指摘が正しく

ない場合は、利用停止等を行う必要はな

い。 

（２）手続違反である旨の指摘が正しくない場

合は、第三者提供を停止する必要はない。

〔参照条文等〕保護法第 30 条、通則ＧＬ3-5-4

２ 正会員は、本人から、当該本人が識別され

る保有個人データが第13条第１項の規定に違

反して第三者に提供されているという理由に

よって、当該保有個人データの第三者提供の

停止の請求を受けた場合であって、その請求

に理由があることが判明したときは、原則と

〔参照条文等〕保護法第 30 条、通則ＧＬ3-5-4
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して、遅滞なく、当該保有個人データの第三

者への提供を停止しなければならない。ただ

し、当該保有個人データの第三者への提供の

停止に多額の費用を要する場合その他の第三

者への提供を停止することが困難な場合であ

って、本人の権利利益を保護するため必要な

これに代わるべき措置をとるときは、この限

りでない。 

３ 正会員は、第１項の規定による請求に係る

保有個人データの全部若しくは一部について

利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等

を行わない旨の決定をしたとき又は前項の規

定による請求に係る保有個人データの全部若

しくは一部について第三者提供を停止したと

き若しくは第三者提供を停止しない旨を決定

したときは、本人に対し、遅滞なく、その旨

（本人から求められた措置と異なる措置を行

う場合には、その措置内容を含む。）を通知

しなければならない。 

（３）「通知」の方法の具体例（第３項） 

 例えば、次のような方法がある。 

① 書面を直接渡すことによる通知 

② 口頭又は自動応答装置などによる通知 

③ 電子メール等、ＦＡＸなどにより送信し、

又は書面を郵便等で送付することによる

通知 

〔参照条文等〕保護法第 30 条、通則ＧＬ2-10、

3-5-4 

（理由の説明） 

第18条 正会員は、第14条第３項、第15条第２

項、第16条第２項及び前条第３項の規定によ

り、本人から求められ、又は請求された措置

の全部又は一部について、その措置をとらな

い旨を通知する場合又はその措置と異なる措

置をとる旨を通知する場合において、本人に

対しその理由を説明する際には、措置をとら

ないこととし、又は異なる措置をとることと

した判断の根拠及び根拠となる事実を示すこ

ととする。 

 

○「通知」及び「説明」の方法の具体例 

 例えば、次のような方法がある。 

① 書面を直接渡すことによる通知 

② 口頭又は自動応答装置などによる通知 

③ 電子メール等、ＦＡＸなどにより送信し、

又は書面を郵便等で送付することによる

通知 

〔参照条文等〕保護法第 31 条、通則ＧＬ2-10、

3-5-5、金融分野ＧＬ第 14 条 

（開示等の請求等に応じる手続） 

第19条 正会員は、第14条第２項の規定による

求め又は第15条第１項、第16条第１項、第17

条第１項若しくは第２項の規定による請求

（以下「開示等の請求等」という。）に関し、

以下のとおり、その受付けの方法を定めるこ

とができる。この場合において、正会員は、

１．正会員は、開示等の請求等を受け付ける方

法を定めた場合には、本人の知り得る状態

（本人からの求めに応じて遅滞なく回答す

る場合を含む。）に置いておくこと。 

２．正会員は、円滑に開示等の手続きが行える

よう、本人に対し、開示等の請求等の対象と

なる当該本人が識別される保有個人データ
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第23条に定める個人情報保護宣言と一体とし

て、インターネットのホームページでの常時

掲載や営業所の窓口等での掲示・備付け等を

行うこととする。 

の特定に必要な事項（例えば、住所、ID、パ

スワード、会員番号等）の提示を求めること

ができる。 

〔参照条文等〕保護法第 32 条、通則ＧＬ3-5-6、

金融分野ＧＬ第 15 条 

（１）開示等の請求等の申出先 

 

（１）「開示等の請求等の申出先」の具体例（第

１項第１号） 

  例えば、本支店・営業所、事務センター等

の部署名・住所・電話番号・電子メールアド

レス等 

〔参照条文等〕保護法第 32 条、通則ＧＬ3-5-6、

金融分野ＧＬ第 15 条 

（２）開示等の請求等に際して提出すべき書面

の様式その他の開示等の請求等の受付方法

（２）「開示等の請求等に際して提出すべき書

面」（第１項第２号） 

 正会員は、本人が開示等の請求等に際し提

出すべき書面を定めておくことが望ましい。

① 本人の場合 

 例えば、「保有個人データ」開示申請書、

変更等申請書、利用停止等申請書及び本人

確認書類 

② 代理人の場合 

 例えば、上記①の書面に加え、正会員所

定の委任状及び代理人の本人確認書類 

（３）「その他の開示等の請求等の方式」の具

体例（第１項第２号） 

 例えば、来店、郵送、電子的手段等の複数

の手段が考えられる。 

（注） 開示等の請求等の方法を来店のみに限

るのは、「本人に過重な負担を課する」可

能性もあるので、代替手段を用意すること

が望ましい。 

〔参照条文等〕保護法第 32 条、通則ＧＬ3-5-6、

金融分野ＧＬ第 15 条 

（３）開示等の請求等をする者が本人又は代理

人（未成年者若しくは成年被後見人の法定

代理人、又は本人が委任した任意代理人を

いう。本条において同じ。）であることの

（４）「本人確認方法」の具体例（第１項第３

号） 

  犯罪収益移転防止法の規定に基づく確認手

続又は同レベルの手続など、十分かつ適切な
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確認方法 確認手続を定めるものとする。 

  なお、ここでいう「代理人」は各正会員が

社内規則等で規定する取引代理人ではなく、

施行令第 11 条で規定する代理人に限られる

ことに注意を要する。 

〔参照条文等〕保護法第 32 条、通則ＧＬ3-5-6、

金融分野ＧＬ第 15 条 

（４）保護法第33条第１項の手数料の金額とそ

の徴収方法（無料とする場合を含む。） 

〔参照条文等〕保護法第 32 条、通則ＧＬ3-5-6、

金融分野ＧＬ第 15 条 

（５）開示等の請求等の対象となる保有個人デ

ータの特定に必要な事項 

 

（５）「保有個人データの特定に必要な事項」

の具体例（第１項第５号） 

例えば、氏名、住所、生年月日、電話番号、

取引店名、口座番号等が考えられる。 

なお、その際には、本人が容易かつ的確に

開示等の請求等をすることができるよう、当

該保有個人データの特定に資する情報を提

供するなど、本人の利便性を考慮することに

留意する。 

〔参照条文等〕保護法第 32 条、通則ＧＬ3-5-6、

金融分野ＧＬ第 15 条 

（６）開示等の請求等に対する回答方法等 （６）「開示等の請求等に応じる回答方法」の

具体例（第１項第６号） 

例えば、次のような方法がある。 

① 郵送、電話、電子メール等の手段 

② 開示の対象となる情報によっては、回答

はその場でなく後刻となること 

  なお、本人からの要請に基づき個人番号を

開示する場合には、対面による場合は他人に

見られないような措置を講ずることが必要

であり、郵送による場合は追跡機能付き郵便

で送付することが望ましい。 

〔参照条文等〕保護法第 32 条、通則ＧＬ3-5-6、

金融分野ＧＬ第 15 条 

２ 正会員は、代理人が開示等の請求等を行う

場合の手続として、前項各号に加えて次の事

項を定めるものとする。なお、代理人による

開示等の請求等に対して、本人にのみ直接開
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示等することは妨げない。 

（１）代理人の本人確認方法 

 

（７）「代理人の本人確認方法」の具体例（第

２項第１号） 

  上記（４）と同様の確認手続きを定めるも

のとする。 

（２）代理人の代理権を確認する方法 

 

（８）「代理人の代理権を確認する方法」の具

体例（第２項第２号） 

 例えば、次のような方法がある。 

① 正会員所定の委任状以外は認めない。 

② 委任状等の提出があった場合でも、代理

権の存在を疑わせる特段の事情が認めら

れるときは、電話等で本人からの代理権授

与の意思確認をとることができるまで不

開示とする。 

③ 正会員所定の方法による代理権の確認が

できない場合は、不開示とする。 

〔参照条文等〕保護法第 32 条、施行令第 10 条、

通則ＧＬ3-5-6、金融分野ＧＬ第 15 条 

３ 正会員は、前２項の規定に基づき開示等の

請求等に関する手続を定めるにあたっては、

本人に過重な負担を課するものとならないよ

う配慮しなければならない。 

 

（手数料） 

第20条 正会員は、第14条第２項の規定による

利用目的の通知を求められたとき又は第15条

第１項の規定による開示の請求を受けたとき

は、当該措置の実施に関し、手数料を徴収す

ることができる。 

２ 正会員は、前項の規定により手数料を徴収

する場合は、実費を勘案して合理的であると

認められる範囲内において、その手数料の額

を定めなければならない。 

 

実費を勘案して合理的であると認められる

範囲内において、その手数料の額を定めるにあ

たり、正会員は、同様の内容の開示等手続の平

均的実費の予測等に基づき、合理的な手数料額

を算定するよう努めることとする。 

〔参照条文等〕保護法第 33 条、通則ＧＬ3-5-7

 

（正会員による苦情の処理） 

第21条 正会員は、個人情報の取扱いに関す

る苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけれ

ばならない。 

２ 正会員は、苦情受付窓口の設置や苦情処

 

〔参照条文等〕保護法第 35 条、通則ＧＬ3-6、

金融分野ＧＬ第 16 条 
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理手順の策定、苦情処理に当たる役職員へ

の十分な教育・研修等により、前項の目的

を達成するために必要な体制の整備に努め

なければならない。 

（個人情報等の漏えい事案等への対応） 

第22条 正会員は、個人情報の漏えい事案等又

は匿名加工情報の作成に用いた個人情報から

削除した記述等及び個人識別符号並びに保護

法第36条第１項の規定により行った加工の方

法に関する情報の漏えい事案（以下「個人情

報等の漏えい事案等」という。）の事故が発

生した場合には、金融庁及び本会に直ちに報

告することとする。また、個人情報等の漏え

い事案等のうち、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成25年法律第27号）第２条第８項に定

める特定個人情報が漏えいした場合には、あ

わせて個人情報保護委員会にも報告するもの

とする。 

２ 正会員は、個人情報等の漏えい事案等の事

故が発生した場合には、二次被害の防止、類

似事案の発生回避等の観点から、当該事案等

の事実関係及び再発防止策等を早急に公表す

ることとする。 

３ 正会員は、個人情報等の漏えい事案等の事

故が発生した場合には、漏えい事案等の対象

となった本人に速やかに当該事案等の事実関

係等の通知等を行うこととする。  

 

（１）個人情報等の漏えい事案等には、滅失、

毀損による事故を含む。 

（２） 郵便、メール、ファクシミリ等の誤配送・

誤送信等で、かつ、件数、内容等が些細な

流失であっても、二次被害や類似事案が発

生する可能性がある場合は、公表する必要

がある。 

（３）特定個人情報の漏えい事案等の発生に際

しては、個人情報保護委員会及び金融庁が

定める特定個人情報の漏えい事案等が発

生した場合の対応に従って報告等する必

要がある。 

〔参照条文等〕基本方針、金融分野ＧＬ第 17

条、匿名加工ＧＬ 

（個人情報保護宣言の策定） 

第23条 正会員は、個人情報に対する取組方針

をあらかじめ分かりやすく説明することの重

要性に鑑み、正会員の個人情報保護に関する

考え方及び方針に関する宣言（いわゆるプラ

イバシーポリシー、プライバシーステートメ

ント等。以下「個人情報保護宣言」という。）

を策定し、公表することとする。 

２ 個人情報保護宣言には、例えば、以下の内

 

（１）公表のタイトル、形態、内容、構成等は、

各正会員の判断で対応することが可能で

ある。 

（２）公表方法の具体例 

 例えば、次のような方法がある。 

① 自社のホームページのトップページから

１回程度の操作で到達できる場所への掲

載 
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容を記載することとする。 

（１）関係法令等の遵守、個人情報を目的外に

利用しないこと及び苦情処理に適切に取り

組むこと等、個人情報保護への取組方針の

宣言 

（２）保護法第18条における利用目的の通知・

公表等の手続についての分かりやすい説明 

（３）保護法第27条における開示等の手続等、

個人情報保護の取扱いに関する諸手続につ

いての分かりやすい説明 

（４）個人情報の取扱いに関する質問及び苦情

処理の窓口 

３ 個人情報保護宣言には、消費者等、本人の

権利利益保護の観点から、事業活動の特性、

規模及び実態に応じて、次に掲げる点を考慮

した記述をできるだけ盛り込むよう努めるも

のとする。 

（１） 保有個人データについて本人から求めが

あった場合には、ダイレクトメールの発送

停止など、自主的に利用停止等に応じるこ

と 

（２）委託の有無、委託する事務の内容を明ら

かにする等、委託処理の透明化を進めるこ

と 

（３）正会員がその事業内容を勘案して顧客の

種類ごとに利用目的を限定して示したり、

正会員が本人の選択による利用目的の限定

に自主的に取り組むなど、本人にとって利

用目的がより明確になるようにすること 

 

 

（４）個人情報の取得元又はその取得方法（取

得源の種類等）を可能な限り具体的に明記

すること 

② 自社の営業所等、顧客が訪れることが想

定される場所におけるポスター等の掲示、

パンフレット等の備置き・配布 

なお、利用者に見やすくわかりやすいよう

留意し、項目ごとに複数の媒体に分けて記載

することも可能である。 

例えば、現在公表している「個人情報保護

宣言」の関係箇所に注記を追記した上で、委

託業務の種類や個人情報の取得元の具体例

はホームページにリンクをはって詳細説明

に誘導するなどが考えられる。 

〔参照条文等〕保護法第 18 条、第 27 条、基本

方針、金融分野ＧＬ第 18 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「委託の有無、委託する事務の内容を明

らかにする等、委託処理の透明化を進める

こと」の具体例（第２号） 

例えば、委託する事務が多数あるため全て

を列挙することが困難な場合、委託する事務

を例示することにより委託処理の透明化に資

すると考えられる。 

(例) 

当社は業務の一部を外部委託しておりま

す。また、当社が個人情報を外部委託先に

取り扱わせている業務には以下のような

ものがあります。 

・ お客様にお送りするための書面の印刷

若しくは発送業務 

・ 法律上や会計上等の専門的な助言等を

提供する業務 
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・ 情報システムの運用・保守に関する業

務 

（４）「個人情報の取得元又はその取得方法(取

得源の種類等)を可能な限り具体的に明記

すること」の具体例（第4号） 

例えば、個人情報の取得元又はその取得方

法が多数になる場合は、それを例示すること

により、本人の権利利益保護に資するものと

考えられる。 

（例） 

当社が取得する個人情報の取得元には以

下のようなものがあります。 

・ 口座開設申込書や実施するアンケート

等に、お客様に直接、記入していただい

た情報 

・ 会社四季報、役員四季報など市販の書

籍に記載された情報や、新聞やインター

ネットで公表された情報 

・ 商品やサービスの提供を通じて、お客

様からお聞きした情報（※通話録音を行

っている場合は、その旨を合わせて記載

することが考えられる） 

(指針の見直し) 

第24条 本指針については、必要に応じ見直し

を行うものとする。 

 

〔参照条文等〕金融分野ＧＬ第 19 条 

 

（本会への報告等） 

第 25 条 本会は、正会員に対し、当該正会員

による本指針の遵守を確認するために、適宜

報告を求めることができる。 

２ 本会は、正会員に対し、本指針を遵守させ

るために必要な指導及び勧告その他の措置を

行う。 

３ 正会員は、本指針を遵守するとともに、本

会が行う必要な指導及び勧告その他の措置に

従わなければならない。 

 

〔参照条文等〕保護法第 53 条 
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